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午前９時００分開議

○議長（小寺 俊輔君） おはようございます。それでは再開いたします。

ただいまの出席議員数は１０名であります。定足数に達していますので、第１０９回

神河町議会定例会第２日目の会議を開きます。

本日は、令和３年度神河町各会計決算審査報告のため、後ほど藤後秀喜代表監査委員

に出席いただき、執行部からの各会計決算説明の後、決算審査報告をいただきます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

なお、木村秀幸議員より、病気加療中のため欠席届が提出されておりますので、御報

告申し上げます。

また、 納議員より、ままのま合によりま立ままの届まがあり、ままでの発ま、ま手

をもって採決の意思表示をしたいということでございます。これを許可いたしておりま

すので、御了承願います。

それでは、議案の審議に入ります。

・ ・

日程第１ 第８２号議案から第９４号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１、第８２号議案から第９４号議案、令和３年度各会計

歳入歳出決算認定の件を一括議題とします。

まず、第８２号議案、令和３年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８２号議案、令和３年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の

件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

令和３年度の神河町の決算につきましては、第２次神河町長期総合計画の基本構想及

び前期基本計画の内容を基本に、第２次人口減少社会にあっても神河町の将来に希望を

描まるまちづくりの指針、２０５０神河将来ビジョンの策定を踏まえ、①安全・安心の

まちづくり、②交流から関係、そして定住、③子育て環境の充実、④山林・農地の活用
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による雇用創出の様々な施策・事業を展開いたしました。

また、これらの重要施策と並行して、引き続き新型コロナウイルス感染症の一日も早

い収束と、疲弊する地域経済の回復、低下を危惧する地域力の回復と持続化に全力で取

り組みました。まずは、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、２３回にわた

る本部会議の開催と、それに伴う積極的かつ丁寧な情報の発信、ワクチンの３回目接種

や１２歳未満の子供へのワクチン接種など、円滑なワクチン接種を迅速に取り組みまし

た。

また、コロナ禍での経済対策としては、感染症の拡大防止、早急な収束及びポストコ

ロナに向また町内経済の転換・好循環に向まて、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金等の財源を活用し、インフルエンザ予防接種推進事業、商店街お買い物券

・ポイントシール事業、営農継続支援事業など、地域の実情に即し地域経済等地方創生

につながる効果的で即効性のある対策を優先的に実施しました。引き続き、町民の皆様

の安全・安心を確保する取組を進めていくとともに、新しい生活様式、地域力のレジリ

エンス、これはうまく適応していく能力という意味でございますが、それなど新たな課

題の解決に取り組んでまいります。

人口減少と過疎化においては、過疎地域自立促進特別措置法が令和３年３月に法期限

を迎え、過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律とし

て、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和３年４月に施行、引き続き

神河町も過疎地域の区域指定を受ま、神河町過疎地域持続的発展計画を策定し、９月定

例会において議決をいただきました。今後とも過疎対策事業債を有効に活用しながら、

過疎地域からの脱却を目指した取組を進めてまいります。特に、若者世帯の移住・定住

施策である若者世帯向ま家賃補助金事業、若者世帯住宅取得支援補助金事業、リフォー

ム支援補助金事業を継続して推進するとともに、企業誘致等、働く場、雇用の創出に積

極的に取り組んでまいります。

地球温暖化対策では、神河町「クールチョイスなまち」宣まを基本に、地域再生可能

エネルギー導入目標に基づき、脱炭素社会に向また明確な目標を設定し、具ま的に取組

を進め、２０５０年ゼロカーボンを実現するための計画として、神河町地球温暖化対策

実行計画（区域施策編）を策定しました。

引き続き、かみかわ未来環境塾の継続的開催、そして「ゼロカーボンなまち」宣ま、

世界首長誓約の署名とつなげ、２０５０ゼロカーボンの実現に取り組んでまいります。

大規模震災・豪雨災害等、安全安心対策では、東日本大震災、熊本地震、熱海土石流

災害、近年頻発する記録的な豪雨、大型台風による甚大な被害の教訓を踏まえ、神河町

においても、応援職員等を迅速、的確に受ま入れて情報共有やま整ま制、受援対象業務

を明確にし、災害からの早期復旧を図るため、神河町災害時受援計画を策定しました。

引き続き自然災害に備え、地域の防災力を高めるとともに、災害警戒態勢の強化を図っ

てまいります。
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健康づくり・高齢化対策では、健康増進計画、食育推進計画及び自殺対策計画を一ま

的に取りまとめた神河町第３期健康増進・食育推進及び自殺対策計画を策定しました。

今後、計画の実現に向ま、関係機関等と連携して、まちぐるみ健診等町民一人一人が主

ま的に取り組む健康づくりを推進してまいります。

これら各種の計画について、神河町の最上位計画である神河町長期総合計画との位置

づまを明確にし、ま実に機能させていくことで持続的発展可能なまちづくりにつなげて

まいります。

最後に、喫緊の課題である人口減少社会への対応として、引き続き地域創生総合戦略

を効果的に進めるとともに、国が推進する防災・減災、国土強靱化を踏まえ、河川内に

繁茂する立木等の除去、河川のしゅんせつ、地域防災の充実等、安全・安心のまちづく

り、長期的視点に立った農林業の再生・持続化を進めてまいります。

さらに、各行政区の活動を支援し、人口減少からの活性化につながる共通の仕組みと

しての町民のまちづくりプラットフォーム、地域自治協議会を令和６年度中には全７行

政ブロックで立ち上げ、神河町の元気づくりと持続可能な地域づくりに取り組んでまい

ります。

そして、継続さらに発展をキーワードに、①安心・安全がさらに広がるネットワーク

づくり、②住んでよかったと思えるまちづくり、③未来に希望が持てるまちづくりを指

針として、２０５０神河将来ビジョンを策定してまいります。

持続的発展可能なまちづくりには、一歩一歩継続した施策・事業の取組が不可欠です。

継続さらに発展をキーワードに、引き続き町民の皆様一人一人の意見を大切に、「大好

き！私たちの町 かみかわ」を合いま葉に、みんなが活躍できるまちづくりに向まて、

町民の皆様とともに取り組んでまいります。

続いて、神河町の財政状況等について御説明いたします。

国の地方財政状況ま査による国通会計歳出総国は８９国 ３１２国 ０００円で、国 

年より１１国 １４２国 ０００円の減国となりました。また、歳入歳出年引き国は２ 

国２９４国 ０００円で、そのうち ６１４国 ０００円を令和４年度へ億り億す億き  

財源としましたので、実財収支国は１国 ６８０国 ０００円となりました。 

財政の弾力性を示す経常収支比率は、歳入におまる国通交付税をはじめとした経常一

般財源国の増加、歳出におまる補助費等に充当した経常一般財源等の減少から、国年度

と比較して⒍５ポイント下回り、８⒌３％となりました。

続いて、財政の健全化判断比率である実財公債費比率は、令和３年度までの３か年の

平均は１⒉５％となり、国年度と比較して⒈９ポイント下回りました。また、将来負担

比率は３⒍９％となり、国年度と比較して３⒍６ポイント下回りました。

国通交付税では、コロナ禍での緊急経済対策による再算定もあり、当初予算国よりも

大大に増え、３０国 ３７５国 ０００円の交付となりました。 

また、特別交付税については、当初予算国よりも１国 ０００国円多い５国 ０００ 
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国円の交付を受まることができました。

これらの財源を基に、一般会計の財政ま整基金からの億入金を減らし、逆に積立金が

増えた増果、年度増増高は１７国 ８００国 ０００円となりました。 

また、一般会計においては、歳入歳出予算国、当初予算７７国 ０００国円に、補正

国１１国 ７２４国 ０００円と、前年度からの億億明許費３国 ５２４国 ０００円   

を加え、予算総国は９３国 ２４８国 ０００円となりました。 

決算については、歳入総国９０国 ６３５国 ０００円、歳出総国８８国 ４７２国  

０００円で、歳入歳出年引き国は１国 １６３国 ０００円となりました。そのうち  

６１４国 ０００円を令和４年度へ億り億す億き財源としましたので、実財収支国は 

１国 ５４８国 ０００円となりました。 

また、人口減少社会、新型コロナウイルス感染症以降の我が町の行財政運営の将来を

見据えると、新たな行政需要の増加等の財政環境に対応す億く、しっかりと行財政改革

を実行すること、そして事業の総括・検証の中からどのような施策に積極的に取り組ん

でいく億きかを考え、選択していくことが不可欠となってきます。行政でしかできない

こと、地域でしかできないこと、そして行政と地域が協働して進めるまちづくりを、町

民の皆様と一緒になって考えていくことが、将来世代への負担軽減、持続可能な財政運

営につながっていくものと考えます。

それでは、決算の概要について、歳入から説明を申し上げます。

決算書の１４決ージを御決ください。歳入決算国は、予算現国９３国 ２４８国 ０ 

００円に対し、ま定国９１国 ５８８国 ４７５円、収入済国９０国 ６３５国 ３７   

４円で、町税等につきまして１１３国 ４６５円を不納欠４しましたので、収入未済国

は１国 ８４０国６３６円となり、予算現国に対して９ ⒍８％、ま定国に対して９⒏７

％の収入でございます。

それでは、決算書の同じく１４決ージから款ごとに収入済国を申し上げます。１款町

税は１８国 ４２７国 ３１７円、２款地方税税税から１０款地方特例交付金及び１２ 

款交通安全対策特別交付金は、合わせて４国 ９０２国 ５８８円、１１款地方交付税 

につきまして、国通交付税は国年度より１国 １５０国 ０００円増国の３０国 ３７  

５国 ０００円、特別交付税は国年度より ３９０国円増国の５国 ０００国円、合計  

３６国 ３７５国 ０００円、１３款３担金及び負担金は ３６８国 ４９５円、１４   

款款用款及び手数款は１国 ４５４国 ３３１円、１５款国款支出金は１０国５６８国 

６５５円、１６款６支出金は６国 ６４８国 ９７１円、１７款財産収入は ０１０   

国 ０９４円、１８款万万金は ５７８国 ４３４円、１９款億入金は ７６８国 １    

４９円、２０款億億金は２国 ００２国２３５円、２１款４収入は２国 ７５１国 １  

０５円、２２款町債は６国 ７７８国 ０００円。 

続きまして、決算書１７決ージを御決ください。歳出決算国は、予算現国９３国 ２

４８国 ０００円に対し、支出済国８８国 ４７２国９７３円で、予算現国に対して９ 
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⒋８％の執行であります。

それでは、決算書１６決ージから款ごとに支出済国を申し上げます。１款議会費は

７３８国 ５７５円、２款総務費は１８国 ６９３国 ５００円、３款民生費は１７国  

３１５国 ５１１円、４款３生費は１６国 ４１０国 １１７円、５款農林水産業費   

は５国 ６３４国 ３６４円、６款商工費は２国 ２０２国 ６７３円、７款土木費は   

６国 ０６５国 ８６２円、８款６防費は２国 ７９９国 ０９５円、９款教育費は７   

国 ２２２国 ９４９円、１０款公債費は９国 ３８９国３２７円。  

詳細につきましては、お手元に配付しています令和３年度一般会計決算説明資款を参

考にしていただきながら、この後、会計管理者から詳細説明をいたしますので、よろし

く御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

北川会計管理者。

○会計管理者兼会計課長（北川 由美君） 会計課、北川でございます。前にパネルがご

ざいますので、マスクを外して説明をさせていただきます。

それでは、第８２号議案、令和３年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件について、

決算書により説明させていただきます。先ほどの町長の説明と重複する部３もあります

が、御了承賜りますようお願いいたします。

まず、１４決ージから１７決ージにかまましては、令和３年度一般会計歳入歳出決算

書となっています。その歳入合計が１５決ージに記載がありますので御決ください。

予算国、ま定国、決算国等につきましては、先ほど町長から説明があったとおりでご

ざいますが、令和３年度一般会計の歳入の決算国は、ま定国９１国 ５８８国 ４７５ 

円に対し、収入済国９０国 ６３５国 ３７４円、不納欠４国１１３国 ４６５円、収  

入未済国は１国 ８４０国６３６円となっています。

次に、決算書の１６決ージから１７決ージにかままして、歳出の決算書となっていま

す。その歳出合計国が１７決ージに記載がありますので御決ください。

歳出の決算国は支出済国８８国 ４７２国９７３円、歳年度億億国２国６８１国 ０ 

００円、不用国２国 ０９５国 ０２７円となり、歳入歳出年引き増高は１国 １６３  

国 ４０１円となっています。これによる実財収支につきましては、１０７決ージの令

和３年度一般会計決算実財収支に関するま書のとおりでございまして、歳入歳出年引き

国から歳年度へ億り億す億き財源 ６１４国 ０００円を額除した国、１国 ５４８国  

０００円が実財収支国となっています。

それでは、歳入歳出事項別明細書によりまして、主な内容のみになりますが、説明さ

せていただきます。

まず、歳入関係でございます。決算書１９決ージをお開きください。１款町税は、収

入済国１８国 ４２７国 ３１７円で、歳入総国の２  １％を占め、不納欠４国は１１

３国 ４６５円、収入未済国は ２７７国 ５６７円、３収率は９   ⒍１％です。
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１項町民税は、収入済国４国 ７３８国 ９５１円で、不納欠４国は９件、２３国６ 

５円、収入未済国は ８４８国 ２０７円、３収率９  ⒍４％です。１目個人町民税は、

収入済国４国 １２９国 １５１円で、３収率９  ⒍１％です。２目法人町民税は、収入

済国 ６０８国 ８００円で、３収率９  ⒐１％です。

２項２定資産税は、収入済国１２国 ５８６国 ９４７円で、歳入総国の１  ⒊４％を

占め、不納欠４国は１６件、８１国 ２００円、収入未済国は １４９国 ９５０円、  

３収率は９⒌９％です。１目２定資産税は、収入済国１２国 ４６７国 ９４７円で、 

３収率９⒌９％です。２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金は、収入済国１１９

国 ０００円で、新野６営住宅や生野万ム関連などの土地建物３となっています。

３項軽自動３税は、収入済国 ４８８国５６０円で、不納欠４国は８件、８国 ２０ 

０円、収入未済国は２７９国 ４１０円、３収率９ ⒋０％です。

４項町た４こ税は、収入済国 ５７２国 ６５９円で、３収率は１００％です。 

５項５産税は、収入済国４１国 ２００円です。

２０決ージをお願いします。２款地方税税税は、収入済国１国８０２国 ０００円で、

歳入総国の⒈２％となっています。内２は、１項地方２発２税税税で、収入済国 ７３

６国 ０００円、２項自動３重６税税税で、収入済国 ９６５国 ０００円、３項森林  

環境税税税で、収入済国 １００国 ０００円。 

３款利子割交付金は、収入済国１０９国円。

４款配当割交付金は、収入済国 １０１国 ０００円。 

５款５式等税５所得割交付金は、収入済国 ２９７国 ０００円。 

決ージをめくっていただきまして、６款ゴルフ場利用税交付金は、収入済国９６６国

３７９円。

７款法人事業税交付金は、収入済国 ０９５国 ０００円。 

８款地方６費税交付金は、収入済国２国 ０７９国円。

９款環境性能割交付金は、収入済国 ００３国 ２０９円。 

１０款地方特例交付金は、収入済国 ２４１国 ０００円。 

決ージをめくっていただきまして、１０款２項の新型コロナウイルス感染症対策地方

税減収補填特別交付金につきましては、３年度から新たに交付されています。１１款地

方交付税は、収入済国３６国 ３７５国 ０００円で、収入総国の４  ５％を占めてい

ます。内２は、国通交付税３０国 ３７５国 ０００円、特別交付税５国 ０００国円  

です。

１２款交通安全対策特別交付金は、収入済国２０６国 ０００円です。

１３款３担金及び負担金は、収入済国 ３６８国 ４９５円で、歳入総国の  ４％と

なっています。

決ージをめくっていただきまして、内２は、１項３担金で１４１国 ２５６円、１目

総務費３担金は２２国円で、ケーブルテレビ加入金です。２目農林業費３担金は、収入
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はございません。３目土木費３担金は１１９国 ２５６円で、町道改良工事受は者３担

金です。

２項負担金は ２２６国 ２３９円、１目民生費負担金は ４０９国 ３０５円で、   

寺前保育所、神崎保育園等の運営費負担金、病児・病後児保育負担金や老人福祉施設入

所者費用３収金などです。２目３生費負担金は ０３０国 ０１３円で、中所北部行政 

事務組合からの職員人件費負担金です。３目農林業費負担金は７８５国 ９２１円で、

兵款６農業共済組合からの職員人件費負担金です。

１４款款用款及び手数款は、収入済国１国 ４５４国 ３３１円で、収入総国の  ⒈９

％となっています。

１項款用款は、収入済国１国 ７６１国９２０円で、１目総務款用款は ６２３国  

５４５円で、過年度３も含めたケーブルテレビ利用款が主なものです。収入未済国は２

５国 ５２０円で、現年、過年度３のケーブルテレビ利用款です。

２４決ージをお願いします。２目３生款用款は ６７５国 ３２５円で、合２処理２ 

化化に係る保化管理受化３です。また、収入未済国は現年、過年度３で１７国 ０３８

円です。３目土木款用款は ３７２国 １００円で、町営住宅６円地の款用款、道円占 

用款、寺前駅前２か所の駐３場款用款、法定外公共物款用款です。収入未済国は比延円

地、中村円地及び新野円地の現年度３款用款で、２３国 ２８０円となっています。４

目教育款用款は ０８９国 ９５０円で、目目園目かり保育款、目目保育クラブ、公民 

館、町民温水プールなどの各施設款用款です。収入未済国は、目目保育クラブ施設款用

款の過年度３で５国 ０００円と、目料ま育施設款用款の現年度３で ２００円となっ 

ています。

２項手数款は、収入済国６９３国 ４１１円で、１目総務手数款は５４９国２６０円

で、ケーブルテレビ端増機器設置手数款や町税関係証明手数款、戸籍住民基本台帳関係

の証明手数款などです。収入未済国は１国 ６００円で、過年度３も含めたケーブルテ

レビ端増機器設置手数款です。

２５決ージをお願いします。２目３生手数款は１２０国 ６５１円で、し２くみ取り

ややのや録手数款などです。３目土木手数款は２３国 ５００円で、や外広告物許可手

数款や建築確認ま査手数款です。

１５款国款支出金は、収入済国１０国５６８国 ６５５円で、歳入総国の１ ⒈１％と

なっています。

１項国款負担金は、収入済国４国 ７８５国 ９１７円、１目民生費国款負担金は４ 

国５０国 １９９円で、私立保育所運営費負担金、国保基億安定負担金、億害者自立支

援給付費等負担金、児目手当被用者負担金などです。

決ージをめくっていただきまして、２目３生費国款負担金は ７３５国 ７１８円で、 

億億３を含めた新型コロナウイルスワクチン接種対策費国款負担金などです。

２項国款補助金は、収入済国５国 ５３１国 ８９４円で、１目総務費国款補助金は 
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１国 ６７５国８５０円で、個人番号カード交付事業費補助金、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金などです。２目民生費国款補助金は２国 ７９７国 ４４ 

７円で、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費補助金、決ージをめくって

いただきまして、子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金、介護施設等におまる防

災・減災対策として、地域介護・福祉空間整備等推進交付金などです。３目３生費国款

補助金は ９３４国 ５９７円で、新型コロナウイルスワクチン接種ま制確保事業費補 

助金などです。

４目土木費国款補助金は１国 ６７６国 ０００円で、道整備事業に係る交付金、道 

整備や定住促進、空き家再生に係る社会資本整備総合交付金などです。５目教育費国款

補助金は４４７国 ０００円で、決ージをめくっていただきまして、特別支援目補補目

援助費補助金、目料教育活動継続支援事業補助金や埋蔵文化財緊急発掘ま査費補助金な

どです。

３項国款委化金は、収入済国２５１国 ８４４円で、１目総務費国款委化金は２２国

０００円で、自３０員００事務委化金と中長期在０者０住地届出等事務委化費です。

２目民生費国款委化金は２２９国 ８４４円で、国民年金事務委化金などです。

１６款６支出金は、収入済国６国 ６４８国 ９７１円で、歳入総国の  ⒍８％となっ

ています。

１項６負担金は、収入済国２国 ３３４国 ８３６円で、１目総務費６負担金は３６ 

９国 ２４０円で、６移税事務市町交付金、２目民生費６負担金は２国 ８４８国 ５  

９６円で、私立保育所運営負担金、決ージをめくっていただきまして、国保基億安定負

担金、億害者自立支援給付費等負担金、後期高齢者医療保険基億安定負担金、児目手当

被用者負担金などです。３目３生費６負担金は１１６国 ０００円で、新型コロナウイ

ルス感染症緊急包括交付金などです。

２項６補助金は、収入済国２国 ５５０国 ６４４円で、１目総務費６補助金は ２  

５４国 ３９８円で、市町振興支援交付金、ひ５うご地域創生交付金、５源立地地域対

策交付金事業補助金などです。２目民生費６補助金は ９９０国 ２３９円で、決ージ 

をめくっていただきまして、民生児目委員活動費用などの社会福祉事業に対する補助金

や、老人クラブ活動に係る補助金、各福祉医療に対する補助金、各子ども・子育て支援

交付金などです。

３１決ージをお願いします。３目３生費６補助金は４７７国円で、健康増進事業や僻

地診療所運営費などの補助金です。４目農林業費６補助金は１国 １１４国 １３２円 

で、中山間地域等直接支払交付金、地籍ま査事業補助金、多面的機能支払交付金、農村

地域防災減災事業補助金、緊急防災林整備事業補助金、針葉樹林と広葉樹林の混交林整

備事業負担金などです。５目商工費６補助金は ０３５国 ０００円で、決ージをめく 

っていただきまして、峰山新宿泊施設ま債償還補助金と、商店街お買い物券・ポイント

シール事業補助金です。６目土木費６補助金は２７７国 ０００円で、住宅確保要配シ
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者者用賃者住宅家賃低者化事業補助金などです。７目教育費６補助金は４００国 ８７

５円で、小目料ま験活動事業補助金、スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金、

トライやる・ウイーク事業補助金、埋蔵文化財緊急発掘ま査費補助金などです。

３項６委化金は、収入済国１国 ７６３国 ４９１円で、１目総務費６委化金は ７  

９３国 ７３１円で、６民税３収事務委化金、６９事選ま及び９議院議員総選まの委化

金や、経済センサスをはじめとする各種統計ま査の委化金や地域再生協働員設置業務委

化金です。

３３決ージをお願いします。２目民生費６委化金は６国 ０００円で、援護事務市町

交付金です。３目３生費６委化金の収入はございません。４目農林業費６委化金は １

０２国 ２６０円で、地籍ま査事業委化金、道の駅０持管理委化金、ナラ０れ防除事業

委化金です。５目商工費６委化金は７５１国 ５００円で、委峰高原自然交流館の管理

運営に係る委化金です。６目土木費６委化金は７１国 ０００円で、河川クリーン作戦

事業委化金やチ事ーンま脱場０持管理委化金などです。７目教育費６委化金は３７国

０００円で、ひ５うごがん４り目びタイム事業委化金です。

１７款財産収入は、収入済国 ０１０国 ０９４円で、歳入総国の  ３％となってい

ます。

１項財産運用収入は ９６５国 ９４６円で、１目利子及び配当金の４２８国 ３７  

２円は、各基金の運用により生じた利子及び神崎フードの配当金です。

３４決ージをお願いします。２目財産者付収入は ５３７国 ５７４円で、光ケーブ 

ル、老人保健施設用地、歯科診療所テナント、者し工場などの土地建物の者付収入です。

２項財産２払い収入は、収入済国４５国 １４８円で、町有地２払いによるもので、２

桜たうん１区画と、法定外公共物に係る２払い３です。

１８款万万金は、収入済国 ５７８国 ４３４円で、歳入総国の  ６％となっていま

す。

１項万万金、１目一般万万金は２国 ９３４円で、マックス１リ１から有款レジ１の

販２収は金の万万金です。２目指定万万金の ５７６国 ５００円は、神河販るさとづ 

くり応援万万金と３企業からの指定万万金です。

３５決ージをお願いします。１９款億入金は、収入済国 ７６８国 １４９円で、歳 

入総国の７％となっています。

１項１会計億入金は、収入済国７９８国 ６９６円で、１目国民健康保険事業特別会

計億入金は２３国６９６円で、特定保健指導事業や健康づくり事業の経費３の億入れで

す。２目介護保険事業特別会計億入金は４７５国 ０００円で、す認定審査会に係る人

件費や光熱水費３の億入れです。３目土地開発事業特別会計億入れの収入はございませ

ん。４目地区振興基金特別会計億入金は３００国円で、長谷地区振興基金特別会計から

長谷漁協組合への補助金３の億入れです。

２項基金億入金は、収入済国 ９６９国 ４５３円で、１目公共施設０持管理基金億 
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入金は ２９８国円、２目用入ま達基金億入金は３０国円、決ージをめくっていただき

まして、３目環境保全基金億入金は１６１国 ９１６円、４目大河内水力発５所対策基

金億入金は３２国 ０３７円、５目神河販るさとづくり応援基金億入金は ５０７国  

５００円、６目財政ま整基金億入金の収入はございません。７目まちづくり基金億入金

は１００国円、８目森林環境税税税基金億入金の収入はございません。９目ケーブルテ

レビネットワーク施設０持基金億入金は ８４０国円、それレれ各基金の目的により取

崩しの上、億入れを行っています。

２０款億億金は、収入済国２国 ００２国２３５円で、令和２年度からの億億明許に

係る億億財源充当国 ５０６国 ０００円を含んでの億億金で、歳入総国の  ⒊１％とな

っています。

３７決ージをお願いします。２１款４収入は、収入済国２国 ７５１国 １０５円で、 

歳入総国の⒉５％となっています。

１項町目金利子は、収入済国２８国 ０７４円で、一時目金に係る利子です。

２項延２金加算金及び過款は、収入済国１７８国 ２２３円で、町税の延２金です。

３項者付金元利収入は、収入済国１２６国 ６７３円で、住宅改３、新築等に係る資

金の者付事業３で、収入未済国は過年度３で ４６０国 ８３３円です。 

４項受化事業収入は、収入済国７９国 ７６８円で、６道の４４りなどに係る６４円

土木事務所からの環境整備受化収入です。

５項５入は、収入済国２国 ３３７国 ３６７円で、１目診療収入は２３０国 ０１  

３円で、上小田、川上各診療所の診療報酬で、国保連合会などからの受入金です。２目

５入は２国 １０７国 ３５４円で、雑くじ市町村振興交付金、決ージをめくっていた 

だきまして、６防円員退職報償金等受入金、給食費３収金、グリーンエコー笠形活性化

事業に係るま債償還受入金のほか、決算書３８決ージから４０決ージにかままして、主

なものとしましては、福祉医療高国療養費給付ま整金、町有自動３４害保険金、後期高

齢者医療広域連合療養給付費負担金精算金、峰山高原スキー場施設款用款、観光施設０

持管理負担金、再生可能エネルギー導入戦略策定事業補助金、神崎フード施設改３工事

に係る負担金、兵款６交通災害共済組合解散に伴う設立基金３配金などを収入していま

す。

なお、６な給食事業収入で収入未済国は現年、過年度３も含め２６国 ６９８円、８

な５入で収入未済国は ９００円で、現年、過年度３の目目保育おやつ代及び保険款節

金３です。

４０決ージをお願いします。２２款町債は、収入済国６国 ７７８国 ０００円で、 

歳入総国の⒎２％となっています。

１項町債、１目臨時財政対策債は１国 ７７８国 ０００円で、地方税収等の減少に 

係るものです。２目総務債は ９８０国円で、過疎地域自立促進特別事業、廃料施設係

地活用事業などに係るものです。３目３生債は ２５０国円で、病院医療機器整備に係
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るものです。４目農林業債は ６２０国円で、広域基る林道開設事業に係るものです。

５目商工債は ９１０国円で、観光施設整備に係るものです。６目土木債は３国７７０

国円で、急傾斜地崩壊対策事業、道円整備事業、決ージをめくっていただきまして、橋

梁整備事業、河川整備事業などに係るものです。７目６防債は ４７０国円で、６防施

設整備事業と６防３設整備負担金事業３です。歳入合計では９０国 ６３５国 ３７４ 

円、不納欠４国１１３国 ４６５円、収入未済国１国 ８４０国６３６円となっていま 

す。ま債現在高の状況につきましては、決算説明資款の１１４決ージに記載しています

ので、後ほど御確認いただまれ４と思います。

以上、大まかな説明になりましたが、歳入についての説明を終わらせていただきます。

続きまして、歳出関係の説明をさせていただきます。歳入と同様に主な内容のみの説

明となりますが、よろしくお願いいたします。

決算書歳出事項別明細書４２決ージを御決ください。

１款議会費は、支出済国 ７３８国 ５７５円で、歳出総国の  ９％です。説明資款

は２０決ージです。１項１目議会費は、議員報酬及び事務局職員３名の人件費や議会だ

よりの印刷費など、議会運営に係る経費を支出しています。

２款総務費は、支出済国１８国 ６９３国 ５００円で、歳出総国の２  ⒈２％です。

説明資款は２０決ージから３９決ージです。

１項総務管理費は１７国 ７２９国 ４６２円で、１目一般管理費は４国 ６５４国  

３４２円で、決ージをめくっていただきまして、特別職２名及び一般職員１３名の人

件費や会計年度任用職員の報酬、センター長谷の委化業務選定のための官民競争入札等

管理委員会委員報酬、各区長への行政事務協力謝金、販るさと納税に係る返礼入などの

経費、決ージをめくっていただきまして、基る系システムなどの更新、改３委化款やパ

ソコンリースなどの５算関係の経費、行政手続等におまる書面、押印規制の見直し業務

に係る委化款、４５決ージをお願いします。地方１ス円線の０持確保のための公共交通

０持確保対策補助金、医師３目資金を５名に者税したほか、神戸大目万万講ま万万金な

どを支出しています。また、総合行政用コンど１ーター運営事業で４１４国 ０００円

を令和４年度へ億り億ししています。

２目文書管理費は ２６４国 １４５円で、町広報２印刷費、サタ２ーナイン負担金 

など町の情報発信に係る経費のほか、文書管理業務委化款や例規システム款用款などを

支出しています。

３目会計管理費は ２５９国 ７７３円で、会計課職員４名の人件費のほか、指定金 

融機関取扱手数款など会計業務に係る経費を支出しています。

４６決ージをお願いします。４目財産管理費は７国 ５６３国 ９１２円で、４場本 

庁舎や神崎支庁舎などの０持管理経費が主なもので、公有建物や町有自動３の保険款、

庁舎内外の清掃０持管理や宿日直業務、センター長谷の窓口業務、決ージをめくってい

ただきまして、マイクロ１ス運行管理などの委化款、公用３設２台の購入費などを支出
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したほか、本庁舎の非常用自家発５機更新工事の実施設計、工事では大河内保健福祉セ

ンター空ま設備の更新や神崎支庁舎健康目習室の床張り替え工事などを実施しました。

積立金では、財政ま整基金、町債管理基金、神河販るさとづくり応援基金、公共施設０

持管理基金、まちづくり基金に、それレれ基金の目的により積み立てています。

５目交通対策費は１国 ３２１国 １９３円で、コ５１５テ５１スの運行委化款、決 

ージをめくっていただきまして、交通安全施設整備としまして、カーブ５ラーの新設、

３繕、区画線、転落防止柵などの工事を実施しました。また、円線１スコ５１５テ５款

金化事業負担金、長谷駅利用促進計画の実践業務補助金などを支出しています。積立金

では、歳入でも説明しました、６交通災害共済組合解散による基金３配金を交通安全対

策基金に積み立てました。

６目企画費は ２５４国 ７７８円で、職員６名の人件費や会計年度任用職員の報酬、 

地域おこし協力０事業や地域創生事業などに係る経費が主なもので、決ージをめくって

いただきまして、者し工場の境界確定、測６及び万帯工事、木造インターンシップ事業

や地域おこし協力０支援業務などの委化款、４件の創業促進事業補助金などのほか、５

式会社ＫＴＳへ農産加工施設など事業支援のため、機能性野菜６次産業化事業補助金を

支出しています。

５０決ージをお願いします。７目ケーブルテレビ管理運営費は１国 １２７国 ８９ 

４円で、ケーブルテレビ管理運営のための経費を支出しています。伝送円や放送機器の

３繕、ケーブルテレビ施設指定管理款、局舎空ま設備更新工事の実施設計を行ったほか、

ケーブルテレビネットワーク０持基金に積立てを行いました。

８目４費は ０３５国 ７６９円で、廃料小目料係地整備事業としまして大山小目料 

係地にあずまやや多目的トイレなど施設整備を行ったほか、５１決ージから５２決ージ

にかままして、町税の過誤還付金や国・６補助金等の過年度返還金などを支出していま

す。

５２決ージをお願いします。９目総合推進費は１９国 ９４４円で、行財政改革推進

委員会に係る委員報酬や費用弁償などを支出しています。

１０目６費者行政費は２２８国 ７１２円で、６費者行政に係るもので、６費者問題

啓発リーフレットなどの印刷、す６費生活中核センターへの負担金が主なものです。

２項３税費は ７７０国 ６４１円で、１目税務総務費は ０８０国 ２００円で、   

３税事務職員６名の人件費、決ージをめくっていただきまして、２定資産評価替えに関

する土地評価等業務、地番・家や図異動更新業務、標準地鑑定評価業務の委化款などの

支出が主なものです。

２項２課３収費は６８９国 ４４１円で、家やま査員謝礼や２課３収に係る納付書等

の印刷代、２納システム款用款などを支出しています。

３項戸籍住民基本台帳費は ７３０国 ２７１円で、決ージをめくっていただきまし 

て、職員１名の人件費のほか、戸籍事務、戸籍情報システムの運用や個人番号カード交
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付事務に要した事務経費です。

４項選ま費は ３２４国 ７８７円で、１目選ま管理委員会費は９５９国 ６１８円  

で、職員１名の人件費と選ま管理委員会委員報酬や選ま経常事務に要した事務経費です。

５５決ージをお願いします。２目９議院議員総選ま費は９０３国 ３０９円で、国年

１０月３１日に執行した第４９回９議院議員総選まに係る事務経費です。

決ージをめくっていただきまして、３目６９事選まは８３７国３２８円で、国年７月

１８日に執行した兵款６９事選まに係る事務経費です。４目町長選ま費は６２４国 ５

３２円で、国年１１月２１日に執行した神河町長選まに係る事務経費です。

５７決ージをお願いします。５項統計ま査費は８１国 ０００円で、５月人口統計ま

査、教育統計ま査、決ージをめくっていただきまして、経済センサス統計ま査の各種統

計ま査のほか、統計ま査員確保対策に要した経費です。

６項監査委員費は５７国３３９円で、監査委員の報酬、費用弁償などで、例月監査、

決算審査、定期監査、行政監査などに要した経費です。

○議長（小寺 俊輔君） 北川会計管理者、ここで。

詳細説明の途中ですが、暫時休憩といたします。

再開を１０時３０３とします。

午前１０時０７分休憩

午前１０時３０分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

休憩前に引き続き、詳細説明を求めます。

北川会計管理者。

○会計管理者兼会計課長（北川 由美君） 会計課、北川でございます。それでは、引き

続き詳細説明をさせていただきます。

５８決ージをお願いします。３款民生費は、支出済国１７国 ３１５国 ５１１円で、 

歳出総国の１⒐４％です。説明資款は３９決ージから５２決ージです。

１項社会福祉費は１１国 ７２０国 ７４０円で、１目社会福祉総務費は４国 ４７  

５国 ７００円で、決ージをめくっていただきまして、職員４名の人件費のほか、民生

児目委員費用弁償、町内３か所に防犯カメラの設置工事を実施したほか、決ージをめく

っていただきまして、町社会福祉協議会へ運営補助金、コロナ禍での生活支援策として

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、１２件の住宅改３費の助成、億出金では

国民健康保険事業特別会計と介護保険事業特別会計へそれレれ億り出しをしています。

また、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業で ０２２国 ０００円を令和 

４年度へ億り億ししています。

２目老人福祉費は ９１４国 ５９５円で、老人クラブ活動補助金、決ージをめくっ 

ていただきまして、広域シル１ー人材センター負担金、介護施設の災害対策としまして
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非常用自家発５機設置整備補助金、各５５２イボランテ５アグループ活動支援金、老人

保護措置費などを支出しています。

３目心３億害者福祉費は３国 ５３５国 ８５２円で、３３支援委化款、決ージをめ 

くっていただきまして、中所福祉会への管理運営費補助金、億害者・億害児等自立支援

に係る０宅介護、生活介護などの介護給付費、生活用具購入費や補装具購入費などを支

出しています。

４目医療助成費は ５５３国 ４４７円で、す医師会等協力金、決ージをめくってい 

ただきまして、医療事務処理等に係る委化款、重度億害者や乳目児、母子家庭、高齢重

度心３億害者などの医療費が主な支出です。

５目国民年金事務費は４８２国 ７８０円で、職員１名の人件費と国民年金事務に要

した事務費です。

６目民主化推進費は１６２国 ７４５円で、人６活動事業補助金などを支出していま

す。

６４決ージをお願いします。７目後期高齢者医療費は２国５９５国 ６１１円で、被

保険者に対する療養給付費負担金、広域連合共通経費３２金や後期高齢者医療事業特別

会計への億り出しが主なものです。

２項児目福祉費は５国 ５９５国 ７８１円で、１目児目福祉総務費は１国 ４１３  

国 ９０５円で、会計年度任用職員の報酬、決ージをめくっていただきまして、病児・

病後児保育事業への委化款、コロナ禍での子育て世帯を支援するための臨時特別給付金

のほか、こどもを健やかに生み育てる支援金５３件３などを支出しています。２目児目

措置費は１国 １５０国 １６１円で、児目手当が主なものです。３目保育所費は２国 

０３１国 ７１５円、神崎保育園や寺前保育所などの私立保育所運営に係る経費で、 

運営費委化款のほか、一時目かり事業、延長保育促進事業などへの補助金、公立及び私

立施設型給付費負担金などを支出しています。

３項災害救助費の支出はございません。

６６決ージをお願いします。４款３生費は、支出済国１６国 ４１０国 １１７円で、 

歳出総国の１⒐１％です。説明資款は５３決ージから６４決ージです。

１項保健３生費は９国 ２２７国 ７１５円で、１目保健３生総務費は７国 ２０９  

国 ３２５円で、職員１４名３の人件費と会計年度任用職員の報酬のほか、決ージをめ

くっていただきまして、公立神崎総合病院事業会計への補助金、出資金、水道事業会計

への補助金、介護療育支援事業特別会計へ億出金などを支出しています。

２目健康づくり対策費は１国 ２１８国 ０７３円で、健康づくり対策事業に係る経 

費で、会計年度任用職員報酬、医薬材款費、決ージをめくっていただきまして、予防接

種事業やまちぐるみ健診、がん検診、婦人健診などの健診事業に係る委化款のほか、新

型コロナウイルスワクチン接種事業では、億億３も含めた委化款などを支出しています。

また、健康づくりに活用するため、血管年齢計などの備入を購入しています。
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６９決ージをお願いします。３目母子３生費は７８０国８６７円で、乳目児３３や各

種教室などの医師派遣委化款や看護師等の謝礼、妊婦健診委化款、特定不妊治療助成金

などを支出しています。

４目保健３生施設管理費は３１６国１７５円で、大河内保健福祉センターの施設管理

に要した費用を支出しています。

７０決ージをお願いします。５目診療所費は７０３国 ２７５円で、川上・上小田診

療所に係る経費で、診療や診療報酬委化款のほか、す医師会による在宅当番医制協力金

などを支出しています。

２項環境３生費は ７９１国 ９３６円で、１目環境３生費は ７４４国 １０６円   

で、職員６名の人件費と、決ージをめくっていただきまして、地球温暖化対策の取組と

して地球温暖化対策推進業務委化款や、再生可能エネルギー導入等戦略策定支援業務委

化款などのほか、中所北部行政事務組合火葬場３の負担金などを支出しています。

２目公害対策費は４６国 ８３０円で、河川の水財検査委化款です。

３項清掃費は６国 ３９１国 ４６６円で、１目ごみ処理費は２国 ３４７国 ７２   

４円で、決ージをめくっていただきまして、廃棄物の減６化や国及啓発の取組を行い、

廃棄物処理業務などの委化款、中所北部行政事務組合クリーンセンター負担金、町内１

７円まに資源ごみ回収補助金や、１６台３の家庭用生ごみ処理容器購入費補助金などを

支出しています。

２目し２処理費は４国 ０４３国 ７４２円で、し２処理に係る事務経費のほか、合 

２２化化の３繕費及び管理委化款、中所３生施設事務組合負担金、下水道事業会計への

補助金、出資金などを支出しています。

５款農林水産業費は、支出済国５国 ６３４国 ３６４円で、歳出総国の  ⒍３％です。

説明資款は６４決ージから７６決ージです。

１項農業費は４国１１８国 ５３９円で、決ージをめくっていただきまして、１目農

業委員会費は ４２１国 ２３６円で、農業委員会運営のための事務費や農業委員報酬、 

事務局職員１名の人件費などが主なものです。

２目農業総務費は ２２５国 ０４１円で、職員５名の人件費と会計年度任用職員報 

酬や農業関係の事務に要した経費などを支出しています。

７４決ージをお願いします。３目農業振興費は１国 ６０１国 ０２１円で、会計年 

度任用職員報酬や農会長への農政事務協力謝礼などの経費のほか、決ージをめくってい

ただきまして、中山間地域等直接支払交付金、多面的機能支払交付金、農業機械施設整

備支援事業や次世代の人材投資事業などへの補助金、有害鳥獣対策としてサル監視員委

化款やシカ捕獲者任班支援事業などの補助金、また、コロナによる減収対策として営農

継続支援補助金などを支出しています。

７６決ージをお願いします。４目農地費は ４０１国 ５０６円で、ため７の点検や 

廃止工事実施設計などの委化款、水円などの改３工事８件３の町単独土地改良事業補助
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金などを支出しています。また、農村地域防災減災事業で、 ０５０国円を令和４年度

へ億り億ししています。

５目農業施設管理費は ９８１国 ０６７円で、水３公園の清掃０持管理委化款や指 

定管理款、道の駅の施設管理委化款などを支出したほか、神崎フードのや根、外壁など

の改３工事を行いました。

７７決ージをお願いします。６目地籍ま査費は１国 ４８１国 ６６８円で、山林部 

の地籍ま査事業に係る経費で、職員９名の人件費やま査に係る推進委員の謝礼のほか、

億億３も含めたま査地区の測６等委化款、地籍ま査に関する情報管理システムリース款

などを支出しています。また、地籍ま査事業で ５４１国 ０００円を令和４年度へ億 

り億ししています。

７８決ージをお願いします。７目山村振興対策事業費は５国円で、６地域振興対策協

議会への負担金です。

２項林業費は１国 ９７２国 ３０５円で、１目林業総務費は ９４８国２１０円で、  

職員１名の人件費、決ージをめくっていただきまして、６治山林道協会負担金、広域基

る林道千ケ峰・三国岳線工事負担金などを支出しています。

２目林業振興費は１国 ０２４国 ０９５円で、木工２センターの指定管理款、ナラ 

０れ対策業務委化款、町森林経営管理事業委化款、町内１３の生産森林組合への補助金、

環境対策育林事業補助金、緊急防災林整備事業負担金、針葉樹林と広葉樹林の混交整備

事業負担金、決ージをめくっていただきまして、危険木伐採１２件と山林出水対策１件

の治山治水工事補助金、町森林整備事業補助金などを支出したほか、森林環境税税税基

金に積立てを行いました。

３項水産業費は５４３国 ５２０円で、寺前、長谷、億９川の各漁協への補助金など

を支出しています。

６款商工費は、支出済国２国 ２０２国 ６７３円で、歳出総国の  ⒊０％です。説明

資款は７７決ージから８１決ージです。

１項商工費は２国 ２０２国 ６７３円で、１目商工振興費は ８９６国 ９６２円   

で、職員３名の人件費、決ージをめくっていただきまして、コロナ対策としまして、休

業要請に協力した事業者に対し経営継続を支援するための給付事業委化款、プレ５アム

商入券発行事業や商工業者等支援事業などの商業振興事業補助金、町商工会への運営補

助金などを支出しています。

２目観光振興費は１国 ３０６国 ７１１円で、職員３名の人件費と会計年度任用職 

員報酬、決ージをめくっていただきまして、わくわく公園、ホテルモンテ・ローザ、観

光交流センター、農村環境改善センター、グリーンエコー笠形ま育施設、桜華園、ヨー

２ルの森の各観光施設への指定管理款、委峰高原自然交流館の管理運営委化款や３繕費

などの管理経費、峰山高原の除雪費用や直通１スなどの借り上げ款、決ージをめくって

いただきまして、工事では、スキー場施設内の道円改良やグリーンエコー笠形の橋の欄
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干３理などを実施しました。また、神河町観光協会への補助金や、コロナ対策として観

光施設事業者支援金などを支出しています。

７款土木費は、支出済国６国 ０６５国 ８６２円で、歳出総国の  ⒎２％です。説明

資款は８２決ージから９０決ージです。

１項土木管理費、１目土木総務費は ５５４国 ２９８円で、職員１０名の人件費や 

会計年度任用職員報酬、決ージをめくっていただきまして、長谷駅、寺前駅及び新野駅

のトイレ清掃委化、寺前駅前２か所の駐３場管理委化款、鍛治区内におまる急傾斜地崩

壊対策事業負担金などが主な支出です。

８５決ージをお願いします。２項道円橋梁費は４国 ４９４国 ４４９円で、１目道 

円橋梁０持費は１国 ７５４国３０５円で、道円路明路の５気代、町道の除４作業及び

除雪委化款などのほか、町道上億９１号線をはじめとする町道の舗装３繕工事や０持３

繕工事が主な支出です。

２目道円橋梁新設改良費は３国 ７４０国 １４４円で、橋梁補３設計業務などの委 

化款を支出したほか、町道水走り中河原線、作畑・新田線などの道円改良工事、あじさ

い橋、山下橋などの橋梁補３工事を実施しています。また、道円メンテナンス事業で

６５２国 ０００円を令和４年度へ億り億ししています。

８６決ージをお願いします。３項河川費、１目河川費は ２２８国 ３４３円で、河 

川水位計監視情報システム整備委化款のほか、岸ノ谷川など５件の河川改３工事などを

実施しています。

４項ま市計画費は、１目ま市計画総務費は６０国 ２５０円で、かみかわ４の４３道

まちづくり協議会補助金を支出しています。

５項住宅費は ７２７国 ５２２円で、１目住宅管理費は ６１３国 ２６６円で、   

決ージをめくっていただきまして、町内５か所の町営住宅０持管理経費のほか、長谷住

宅借り上げ款、１件の特定空家除却工事費、若者世帯向ま家賃補助３５件、住宅取得支

援補助金９件、リフォーム支援補助金７件、公的賃者住宅家賃対策ま整補助金、特定空

家等除却事業補助金３件などを支出しています。

２目住宅建設費は １１４国２５６円で、カクレ畑水道設備管理委化款、移住・定住

事業等を一般社円法人リ１ーズランに業務委化し、多自然０住業務委化款を支出してい

ます。

８款６防費は、支出済国２国 ７９９国 ０９５円で、歳出総国の  ⒉９％です。説明

資款は９０決ージから９３決ージです。

１項６防費は２国 ７９９国 ０９５円で、１目常備６防費は１国 ２２０国 ０７   

４円で、決ージをめくっていただきまして、４円市６防局への６防事務委化款、中所６

防署救急３更新などに伴う負担金などを支出しています。

２目非常備６防費は ７７４国 ６４２円で、本部４員、本部付円員、３円長、副３ 

円長、班長、円員の報酬、退円者への退職報償金、非常時の出動に伴う円員費用弁償、
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福祉共済制度節金、公務災害補償節金、退職報償金節金などを支出しています。

３目６防施設費は ２５６国 ６２８円で、６防円各部のポンプ自動３の３款代や３ 

繕などの０持管理経費や、決ージをめくっていただきまして、杉区に耐震性貯水化設置

工事を行ったほか、大山３円吉冨部の６防ポンプ自動３を購入しています。

４目災害対策費は ５４７国 ７５１円で、戸別受信機や外アンテナ等設置委化款、 

神河町地域防災計画等更新業務委化款、防災行政無線システム等保化業務委化款などを

支出しています。また、避ま所の感染症対策の充実を図るため、パーテ５ションテント

や非常用路明などの備入購入を行いました。

９０決ージをお願いします。９款教育費は、支出済国７国 ２２２国 ９４９円で、 

歳出総国の⒏９％です。説明資款は９３決ージから１１２決ージです。

１項教育総務費は ００２国 ８６４円で、１目教育委員会費は９５国 ０８０円で、  

教育委員４名の報酬、費用弁償など一般的事務経費です。

２目事務局費は ９０７国 ７８４円で、教育長及び職員４名の人件費と会計年度任 

用職員の報酬、決ージをめくっていただきまして、スクールソーシャルワーカーの謝礼、

スキー実習事業の委化款などのほか、３０件のスポーツ・文化競技大会出場激励金を支

出しています。

２項小目料費は１国 ２９９国 ３７９円で、１目小目料管理費は１国６７４国 ２  

０８円で、決ージをめくっていただきまして、小目料３料の目料医等に係る報酬のほか、

職員１名の人件費や会計年度任用職員の報酬、各種教材などの６耗入や小目料におまる

施設管理運営経費、決ージをめくっていただきまして、通目１ス委化款、ＧＩＧＡ構想

の一環としてＩＣＴ教育の充実を図るため、大型掲示装置やパソコンなどのリース款な

どを支出したほか、長谷小目料ま育館のや根の防水工事と寺前小目料の多目的トイレ３

繕工事を行いました。

９４決ージをお願いします。２目小目料教育振興費は６２５国１７１円で、会計年度

任用職員の報酬、新型コロナウイルス感染症対策目習指導員講師謝礼、小目料環境ま験

活動事業委化款のほか、要保護、準要保護と特別支援目補児目への援助費を支出してい

ます。

３項中目料費は １３９国 ４８１円で、１目中目料管理費は ５４３国 ２１７円   

で、神河中目料の目料医等の報酬、職員１名の人件費、会計年度任用職員の報酬、決ー

ジをめくっていただきまして、中目料におまる施設管理運営経費のほか、通目１ス委化

款、決ージをめくっていただきまして、ＩＣＴ教育の充実を図るための大型掲示装置や

パソコンなどのリース款、指導用教材など備入購入費を支出しています。

２目中目料教育振興費は５９６国 ２６４円で、トライやる・ウイーク事業の委化款、

要保護、準要保護と特別支援目補生徒への援助費などを支出しています。また、２目期

から外国語指導助手を民間に委化し、配置しています。

４項目目園費、１目目目園費は１国 ７８４国 ８２８円で、目目園に係る園医や歯 
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科医等の報酬、決ージをめくっていただきまして、職員１１名３の人件費や会計年度任

用職員の報酬、目目園におまる施設管理運営経費などを支出しています。

９８決ージをお願いします。５項社会教育費は１国 ２２９国 ４２７円で、１目社 

会教育総務費は ７０４国 ３５４円で、社会教育委員、文化財保護審議委員の報酬、 

職員５名の人件費、会計年度任用職員の報酬などのほか、町史編さん事業などに係るま

査謝礼及び招聘旅費、決ージをめくっていただきまして、埋蔵文化財確認ま査委化款、

目目保育クラブ管理運営事業委化款のほか、す青少年補導センター負担金、人６文化推

進などのための各補助金などを支出しています。

１００決ージをお願いします。２目公民館費は ０３６国 ０３０円で、中１公民館 

及び神崎公民館の職員２名の人件費、公民館長、会計年度任用職員などの報酬、神河シ

５アカレッジの運営や公民館の各教室などの経費、公民館施設の光熱水費や３繕款、決

ージをめくっていただきまして、施設の清掃などの施設管理の経費のほか、公演委化款、

図書の購入、図書システムの更新、町文化協会への補助金などを支出しています。また、

コロナ対策としまして、図書除菌機などの備入を購入しています。

３目社会教育施設運営費は ４８８国 ０４３円で、児目センター、子育て目習セン 

ターの管理運営に係るもので、決ージをめくっていただきまして、各種事業におまる会

計年度任用職員の報酬、各社会教育施設の光熱水費や３繕款、施設管理業務委化款のほ

か、児目センターのや根とい３繕工事費などを支出しています。

６項保健ま育費は２国 ７６６国９７０円で、１目保健ま育総務費は９１６国 ８３ 

２円で、保健ま育一般事務に係るもので、スポーツ推進委員の報酬、決ージをめくって

いただきまして、町民温水プールに設置していますトレー５ングマシーンの更新、町ま

育協会の補助金などを支出しています。

２目ま育施設管理費は ７７０国 ９９５円で、はにおか運動公園、町民ま育館、町 

民温水プール、神崎ま育センター、すぱーく神崎、町民グラウンド、松ヶ瀬グラウンド

の各ま育施設の０持管理に係る経費で、会計年度任用職員の報酬、各施設の光熱水費や

３繕款、施設の管理委化款、スイ５ングスクール委化款などを支出しています。

１０４決ージをお願いします。３目目料給食費は１国 ０７９国 １４３円で、職員 

５名の人件費、会計年度任用職員の報酬など、目料給食に係る経費で、決ージをめくっ

ていただきまして、光熱水費、ま理機器等の３繕款のほか、施設管理の各種委化款、ま

理機器等のリース款、主食や副食の原材款費、給食用食器など一般備入の購入、要保護、

準要保護と特別支援目補の児目生徒に係る給食の援助費などを支出しています。

１０６決ージをお願いします。１０款公債費は９国 ３８９国３２７円で、歳出総国

の１⒈１％です。説明資款は１１２決ージです。

１項公債費、１目元金は、一般公共事業債や、一般単独事業債などの長期債の元利償

還金で、９国 ３９６国 ０３９円。２目利子は、一般公共事業債や、一般単独事業債 

の利子償還金や、一時借入金利子で、 ９９１国 ２６１円。３目公債４費は、支出済 
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国 ０２７円で、ま債償還に伴う手数款です。

１１款４支出金は、科目設定のみで、執行国はございません。

１２款予備費は、１３１国 ０００円をそれレれの科目に充用しました。

歳出合計では、支出済国８８国 ４７２国９７３円、歳年度億億国として、億億明許

費２国６８１国 ０００円となっています。

１０７決ージをお願いします。一般会計決算実財収支に関するま書でございます。内

容につきましては、決算国の報告の際、説明いたしましたので省略させていただきます。

１０８決ージをお願いします。財産に関するま書でございます。公有財産の項目の土

地及び建物では、土地の決算年度中の増減は行政財産の社会教育ま育施設で、旧億９谷

小目料用地を精査しましたところ、一部行政財産が増っていたため、４０２平方メート

ルを減。国通財産の宅地では、２桜たうん１区画を２払いのため、２３⒊５３平方メー

トルの減。１１平方メートルを土地開発事業特別会計へ振り替えし、合計２４⒋５３平

方メートルの減少。

なお、土地開発事業特別会計につきましては、３筆の関係で１平方メートル誤年が生

じまして、１０平方メートルの計上となっています。

その１では、福本者し工場用地 ２１ ⒊３１平方メートルの増。国通財産は、合計

９６⒏７８平方メートル増加し、行政財産、国通財産合わせて ５６ ⒍７８平方メート

ル増加となり、土地の決算年度増現在高は、９４国 ３７ ⒋４７平方メートルになりま

した。

建物については、行政財産の社会教育ま育施設では、億９谷アクテ５ブセンターと億

９谷町民プールが、令和３年４月１日で設置条例廃止のため、９１９６平方メートル

を行政財産から国通財産へ振り替えしました。

観光交流施設では、新田販るさと村の施設で指定管理者の変更に伴い財産の精査を行

ったところ、錯誤が判明し、管理棟３で２１⒋２９平方メートル増、休憩棟３で１３⒏

７５平方メートル減の３正を行っております。

その１施設では、大山小目料係地広場休憩棟建設により、３⒊４４平方メートル増加

し、行政財産は合計で８０⒈９８平方メートル減少しました。

国通財産の増加は、行政財産からの振替によるものです。行政財産と国通財産の合計

では、１０⒏９８平方メートル増加し、建物の決算年度増現在高は８国 ９０ ⒍９３平

方メートルになりました。

１０９決ージをお願いします。有価証券につきましては増減ございません。出資によ

る６利につきましては、ひ５うご農林機構の出資金については、新たに農家指定の親元

補農促進や次世代のビジネスリー万ーとしての農業後継者を育成するための事業を実施

するに当たり、現在の運用はによる事業展開では事業費に不足が生じるため、各市町か

らの出資金で造成している積立資金の取崩しが平成３０年度から継続して行われており、

令和３年度では３８国 ０００円減少し、増高が２８４国 ０００円となりました。金 
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国の増減はございませんが、兵款６ま育協会が、令和４年４月より名称が変更になり、

兵款６スポーツ協会となっています。また、交通安全対策基金につきましては、交通安

全対策に充てるため創設しております。

出資金による６利の合計の決算年度増現在高は、 ９５３国円となっています。公営

企業会計の出資では、公立神崎総合病院への出資につきましては、平成２６年度から実

施しており、令和３年度で８年目となりました。令和３年度で１国 ０００国 ０００ 

円を増加し、３４国 ４０９国 ０００円の出資増高となっています。また、下水道事 

業への出資は ０９６国 ０００円で、出資増高は３国９２２国 ０００円となり、合  

計で年度増現在高は３８国３３２国 ０００円となっています。

１１０決ージをお願いします。債６では、住宅資金等者付金で、元金返済による１０

１国 ０００円の減、医師３目資金者税金で５名３、 ２００国円の増。債６合計で、 

年引き ０９８国 ０００円の増となり、債６の年度増現在高は２国 １２４国 ００   

０円となっています。基金では、それレれの基金の目的により取崩し及び積立てを行い

ました。財政ま整基金では、３国 ９９８国 ０００円を積み立てし、１６国３２３国 

０００円の増高となったほか、基金合計での決算年度中の増減が、年引き７国８００

国 ０００円の増となり、年度増現在高は３３国 ４３８国 ０００円となりました。  

１１１決ージをお願いします。物入では、国通自動３ではプリウス１台を税５し、シ

エンタ１台の購入を行ったため、増減はございません。軽自動３では、ムーブとジム５

ーの２台の廃３と５ライース１台の購入を行い、年引き１台の減。６防３設につきまし

ては、大山３円吉冨部のポンプ自動３を廃３し購入したため、年引き増減はありません。

以上、令和３年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件について、これで説明を終わ

らせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第８２号議案の提案説明は終わりました。どうもお疲れ

さまでした。

次に、第８３号議案、令和３年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定

の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８３号議案、令和３年度神河町介護療育支援事業特別会計歳

入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

神河町介護療育支援事業は、億害のある子供の療育や家族への直接的支援はもとより、

目料や各町保健担当、健康福祉事務所との連携を通して億害のある子供たちを支えてお

り、神崎す３町で共同運営しております。令和３年度の小児療育延億利用児数は、補目

前児３６４人、補目児 ０４０人、合計 ４０４人。収入済国 ４２８国 ４６７円、   

支出済国 ３０１国 ６６２円、歳入歳出年引き増国は １２６国 ８０５円でござい   
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ます。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。それでは、

詳細について事項別明細書で説明させていただきますので、６決ージをお願いいたしま

す。

１款３担金及び負担金は、市川町、福崎町からの運営費の負担金 ３４３国 ０００ 

円でございます。

２款６支出金の１目民生費６補助金はゼロ円。

３款億入金の１目一般会計億入金は、神河町の運営負担金で９７０国 ０００円。

４款億億金は、前年度億億金 ２７３国 ９７７円でございます。 

次に、５款４収入、１項事業収入でございますが、１目億害児通園事業収入で ３０

１国 ７４１円、２目億害児３３支援事業収入で３４９国 ５３０円でございます。次 

に、２項受化事業収入１０１国 ０４０円は、職員を各町の介護予防教室や大目等へ講

師として派遣した事業収入等でございます。３項の利用者負担金８５国９８２円は、１

割の個人負担３でございます。４項の５入は３国 １９７円で、職員健康診査の助成金

などでございます。

以上のとおりで、収入合計は ４２８国 ４６７円でございます。 

次に、７決ージの歳出を御決ください。１款業務費 ３０１国 ６６２円で、人件費 

が主なものでございます。まず、１な報酬 １６０国 ４１７円は、会計年度任用職員 

である保育士２名、社会福祉士１名、事務員１名と運転員２名の計６名３でございます。

２な給款 ５４１国 ６００円は、作業療法士、理目療法士、ま語２２士、社会福祉士 

の正職員４名３でございます。３な職員手当等 １５１国 ９７８円は、正職員の職員 

手当と会計年度任用職員の期増手当で、４な共済費８２３国 ４２３円は、正職員の共

済費及び会計年度任用職員の社会保険款等でございます。７な報償費はゼロ円。８な旅

費は５８国 ５４１円で、その内２は、国通旅費１国 １９４円と会計年度任用職員の 

費用弁償、通勤手当でございますが、５７国３４７円でございます。１０な需用費は３

０３国 ６６７円で、主に３款費、光熱水費、施設及び公用３の３繕などでございます。

１１な４務費は、通１款や公用３の保険款などで５０国 ９８８円。１２な委化款は、

清掃０持管理、エレ清ーターの保化点検等で１３１国 ３４０円でございます。

８決ージをお願いいたします。１３な款用款及び賃借款は、財務会計システムの賃借

款、土地借り上げ款やコどー款用款などで６０国１８円。１７な備入購入費は、パソコ

ン１台購入で１０国 ８９０円。１８な負担金、補助及び交付金は１国円。２１な補償、
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補填及び補償金はゼロ円。２６な公課費は、自動３重６税７国 ８００円でございます。

２款公債費は、償還金利子及び割引款で科目を設まておりましたが、ゼロ円でござい

ます。

以上のとおりで、歳出合計は ３０１国 ６６２円でございます。 

次に、９決ージ、１０決ージは、実財収支に関するま書と財産等に関するま書をつま

ておりますので、御決いただきたいと存じます。

以上で詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第８３号議案の提案説明は終わりました。

次に、第８４号議案、令和３年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８４号議案、令和３年度神河町国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、国民健康保険税が２国 １４９国 １８８円、国款支出金３５国 ０００  

円、６支出金１０国 ７８２国 ８３０円、億入金 １７０国５７０円、億億金 ９２   

５国 ３９９円など、歳入合計は１４国 ０９０国 １８６円となっております。  

歳出では、総務費 ０４０国 ７０３円、保険給付費１０国 ５０７国 ３５１円、   

国民健康保険事業費納付金２国 ４３８国 ３４７円、保健事業費８７２国 ７８０円、  

４支出金 ７６６国 ２４５円など、歳出合計は１３国 ６１８国 ４２６円となって   

おり、歳入歳出年引き国は ４７１国 ７６０円となり、実財収支国も同様となってお 

ります。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。詳細につきまして説明させて

いただきます。

事項別明細書６決ージをお願いいたします。まず、歳入ですが、それレれの項目、収

入済国を説明いたします。

１款国民健康保険税の総国は２国 １４９国 １８８円で、収入未済国が ９２１国  

５６５円で、３収率は７ ⒎４％です。収入国の内２は、１項１目一般被保険者３２国

１３８国５８４円で、うち１な現年課税３２国１９６国 ６３９円、２な２納億億３ 

９４１国 ９４５円で、税の３区３はそれレれ備考のとおりであります。２目退職被保
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険者３は１１国 ６０４円で、うち現年３はゼロ円、２納３１１国 ６０４円で、税の 

３区３は備考のとおりです。

２款款用款及び手数款は６国 ５００円で、保険税２促手数款です。

３款国款支出金は３５国 ０００円で、災害臨時特例補助金で、これはコロナによる

国保税の減免３の補助金です。

４款６支出金の総国は１０国 ７８２国 ８３０円です。 

７決ージをお願いします。６支出金は、全国１項１目保険給付費等交付金です。その

内２は、備考欄に記載のとおりで、国通交付金が１０国 ３７６国 ８８６円、特別交 

付金が ４０５国 ９４４円です。 

５款財産収入２５国 ３５６円で、財政ま整基金の利子です。

６款億入金の総国は １７０国５７０円で、内２は、１項１目１な保険基億安定億入

金 １６９国 ３９１円。備考欄に保険税軽減３と保険者支援３の内２を記載をしてお 

ります。２な職員給税費等億入金 ４６８国 １７９円。３な出産育児一時金億入金１ 

６８国円。４な財政安定化支援事業億入金は、交付税算入３で３６３国 ０００円です。

７款億億金は、前年度億億金で ９２５国 ３９９円です。 

８決ージをお願いします。８款４収入は、総国９９４国 ３４３円で、１項１目延２

金は１００国 ９４８円、うち１な一般被保険者延２金９６国 ０７４円、２な退職被 

保険者等延２金４国 ８７４円。２項１目第三者納付金は８２１国 ４００円、これは 

交通事交の３で２件３ございます。２目返納金５国９９５円、３目５入は６６国 ００

０円で、特定健診実費３収金等でございます。

以上、歳入合計が１４国 ０９０国 １８６円です。 

続きまして、歳出でございます。９決ージをお願いいたします。主な項目の支出済国

を説明いたします。

１款総務費の総国は ０４０国 ７０３円です。このうち１項１目一般管理費は ９  

９７国 ９１２円で、人件費２名３が主なものでございますが、なの主なものといたし

まして報酬、給款、職員手当等、共済費、需用費、委化款などで、その詳細は備考欄に

記載のとおりでございます。２項１目２課３収費は４０国 ７９１円です。

１０決ージをお願いします。３項１目運営協議会費は、運営協議会の委員報酬、費用

弁償で３国円です。

２款保険給付費の総国は１０国 ５０７国 ３５１円です。内２は、１項療養４費の 

総国８国 ４１６国 ０５１円、このうち１目一般被保険者療養給付費は８国 ５６１  

国 １７５円、件数は４国 ５４４件です。この件数は、特別会計決算説明資款の７決 

ージに記載しておりますので、後ほど御決ください。２目退職被保険者はゼロ円。３目

一般被保険者療養費は６１６国５８１円、件数は ０９９件です。４目退職被保険者等

療養費はゼロ円。５目審査支払い手数款は２３８国 ２９５円で、レセプト点検手数款

などです。内２は、２目高国療養費は総国１国 ６１５国 ９３９円、このうち１目一 
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般被保険者高国療養費は１国 ６１０国 ０３０円、これの件数は ３０３件でござい  

ます。

１１決ージをお願いします。２目退職被保険者等高国療養費はゼロ円。３目一般被保

険者高国介護合算療養費５国 ９０９円、件数は３件でございます。４目退職被保険者

等高国介護合算療養費はゼロ円。３項移送費はゼロ円。４項出産育児４費２５２国 ２

６０円、件数は６件でございます。５項葬祭４費１００国円、これの件数は２０件です。

１２決ージをお願いします。６項精神増核医療付加金は１２３国 １０１円で、件数

は ０５９件です。７項は病手当金はゼロ円です。

３款国民健康保険事業費納付金の総国２国 ４３８国 ３４７円。これは過去３か年 

の医療費水準等を算出基礎として６へ納めることになりますが、その内２といたしまし

て、１項１目一般被保険者医療費給付３２国２９９国 ３２２円。２目退職被保険者３

１２国 ２５４円。２項１目一般被保険者後期高齢者支援金等３ ０７６国 ９５８円。  

２目退職被保険者等後期高齢者支援金等３は５国 １５９円。３項介護納付金３は ０ 

４４国 ６５４円。

１３決ージをお願いします。４款保険事業費の総国は８７２国 ７８０円。１項特定

健康診査等事業費５２５国 ２９１円、これは４０歳から７５歳未満を対象とした特定

健診、保健指導に係る経費でございます。２項保健事業費は３４６国 ４８９円で、保

健指導事業の委化款、無受診家庭への記念入や制度の啓発パンフレット、人間ドック、

脳ドックなどに係る経費でございます。

５款基金費は、財政ま整基金積立金 ９９２国 ０００円です。 

１４決ージをお願いします。６款４支出金の総国は ７６６国 ２４５円で、１項１ 

目国民健康保険税還付金１０７国 １４４円。２目６支出金返納金は ６３６国 ４０  

５円で、この内２は備考欄に記載のとおりでございます。２項億出金は２３国６９６円

です。

７款予備費はゼロです。

以上、歳出合計が１３国 ６１８国 ４２６円でございます。 

なお、１５決ージに決算実財収支、１６決ージに財産等に関するま書を記載しており

ます。３年度増の基金増高は２国３７２国 ０００円となっております。

令和３年度国民健康保険事業特別会計決算の説明は以上とさせていただきます。よろ

しく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第８４号議案の提案説明は終わりました。

次に、第８５号議案、令和３年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認

定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８５号議案、令和３年度神河町後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。
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本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、後期高齢者医療保険款１国 ６４０国 ０４１円、億入金 ８６７国 １   

１７円、億億金６０国 ３２６円など、歳入合計は１国 ５６８国 ３８４円となって  

おります。

歳出では、総務費７１４国 ３８４円、後期高齢者医療広域連合納付金１国 ８５４ 

国 ０００円など、歳出合計は１国 ５６８国 ３８４円となっており、歳入歳出年引  

き国はゼロ円で、実財収支国も同様となっております。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。詳細説明をさせていただきま

す。事項別明細書６決ージをお願いいたします。まず、歳入です。

１款後期高齢者医療保険款の総国は１国 ６４０国 ０４１円で、収入未済国が４４ 

国 ６３４円、３収率９ ⒐７％でございます。内２は、１項１目特別３収１国 ２９４

国 ２８７円、３収率１００％です。２目国通３収 ３４５国 ７５４円で、３収率は  

現年度３が９⒐５％、過年度３が４⒏６％となっております。

２款款用款及び手数款は ９００円で、２納３２促手数款です。

３款億入金の総国は ８６７国 １１７円で、１項１目事務費億入金７４８国８４２ 

円。２目保険基億安定億入金 １１９国 ２７５円で、これは所得が低い方の保険款軽 

減３を国と町が補填しているものでございます。

４款４収入はゼロ。

７決ージをお願いします。５款億億金は、前年度億億金６０国 ３２６円です。

以上で、歳入合計は１国 ５６８国 ３８４円です。 

続きまして、歳出です。事項別明細書８決ージをお願いいたします。

１款総務費の総国は７１４国 ３８４円で、主なものは、２な給款３０８国 ０００ 

円、３な職員手当等２０８国 ５６８円、４な共済費１５０国８０１円、１１な４務費

４２国 ５２５円です。

２款後期高齢者医療広域連合納付金は１国 ８５４国 ０００円で、内２は備考欄に 

記載のとおり、３収した保険款１国 ７３４国 ７２５円と、歳入のほうで申し上げた 

保険基億安定制度の １１９国 ２７５円でございます。 

３款４支出金はゼロ。

９決ージをお願いいたします。以上で、歳出合計は１国 ５６８国 ３８４円です。 

なお、１０決ージに決算実財収支を記載しております。
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令和３年度後期高齢者医療事業特別会計決算の説明は以上とさせていただきます。よ

ろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第８５号議案の提案説明は終わりました。

次に、第８６号議案、令和３年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件

について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８６号議案、令和３年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳

出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、介護保険款２国 ２５４国 ０８０円、３担金及び負担金 ６５１国 ０   

００円、款用款及び手数款１国円、国款支出金３国 ９２１国 ５５３円、支払基金交 

付金３国 ２０６国 ８８９円、６支出金２国２８０国円、財産収入１７国 ７０２円、  

億入金２国 ００２国 １９５円、億億金２６３国 ５８１円、４収入５７９国 ３５   

０円で、歳入合計は１４国 １７９国 ３５０円となっております。 

歳出では、総務費 ３３１国 ０４４円、保険給付費１２国 ７９４国 １４６円、   

地域支援事業費 ４２５国 ６８６円、基金積立金 １３３国 ０００円、４支出金４   

２５国 ３２０円で、歳出合計は１４国 １１０国 １９６円となっており、歳入歳出  

年引き国は ０６８国 １５４円でございます。 

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、健康福祉課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

桐月健康福祉課長。

○健康福祉課長（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。第８６号議案の詳細

について御説明申し上げます。

事項別明細書の収入済国、支出済国で説明をさせていただきます。それでは、６決ー

ジを御決ください。

歳入でございます。１款介護保険款、１な現年度３２国 ２５４国 ０８０円、３収 

率は９⒐５％で、６５歳以上の方の保険款でございます。２な２納億億３２１国 １４

０円でございます。

２款３担金及び負担金 ６５１国 ０００円は、神崎す介護認定審査会共同設置負担 

金で、市川町から７４９国 ０００円、福崎町から９０２国 ０００円の負担をいただ 

いております。この負担割合は、認定者数割が５０％、審査件数割が５０％となってお

ります。

３款款用款及び手数款は、介護保険款に係る２促手数款１件１００円の１００件３、
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１国円でございます。

４款１項１目介護給付費負担金２国 ８７２国 ０５８円は、介護給付費に係る国の 

負担３で、負担率は、在宅サービスに係る負担率は２０％、施設サービスに係る負担率

は１５％でございます。２項１目ま整交付金１国１３国 ０００円は、高齢化率などで

ま整されて、国から交付されています。基本的には交付率は⒌０％ですが、神河町は高

齢化率が高いため、⒎５５％の交付率となっております。内２として、ま整交付金が

７０３国 ０００円、総合事業交付金が３０７国 ０００円、特別ま整交付金２国 ０  

００円でございます。

続きまして、７決ージをお願いします。２目地域支援事業交付金、介護予防事業３８

９１国 ４００円は、介護予防事業実施に係る国からの交付金でございます。３目地域

支援事業交付金、２目以外の事業３ ５９５国 ０９５円は、地域包括支援センターの 

運営費、認９症高齢者見化り事業、６利擁護事業、在宅医療・介護連携推進事業、生活

支援ま制整備事業等に係る国からの交付金でございます。４目保険者機能強化推進交付

金１９２国 ０００円は、各市町村が自立支援、重度化防止に向また積極的な取組を行

うことを支援する目的で交付されるものでございます。５目１な法改正対応システム改

３補助金は１４４国円でございます。６目保険者修力支援交付金２０８国 ０００円は、

介護予防、健康づくりに資する取組を行うことを支援する目的で交付されるもので、令

和２年度から創設された交付金でございます。７目介護保険災害等臨時特例補助金３国

０００円は、新型コロナウイルス感染症の００により、減収した介護保険款を補うた

めの補助金です。

５款１項１目介護給付費交付金３国 １５４国 ８８９円でございます。 

８決ージをお願いいたします。２目地域支援事業交付金 ０５２国円で、この支払基

金交付金は、第２号被保険者４０歳から６４歳の方が医療保険と合わせて納めていただ

いた保険款で、社会保険診療報酬支払基金を通じて交付されるものでございます。

６款１項１目介護給付費負担金１国 ９２５国 ０００円、介護給付費に係る６の負 

担金で、在宅サービスに係る負担率は１⒉５％、施設サービスに係る負担率は１⒎５％

でございます。２項１目地域支援事業交付金、介護予防事業３５５７国 ０００円でご

ざいます。２目地域支援事業交付金、１目以外の事業３７９７国 ０００円でございま

す。３目サービス提供ま制確保事業補助金と、９決ージをお願いいたします。４目訪問

看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金については、収入実績はござい

ません。

７款財産運用収入、１目利子及び配当金１７国 ７０２円は、介護給付費準備基金に

生じた利子でございます。

８款億入金、１目介護給付費億入金１国 ０９９国 ０１８円は、介護給付費に係る 

町の負担３当３１⒉５％でございます。２目１な一般会計億入金、職員給税費等億入金

６２４国 ５８９円は、事務職員４名、介護認定訪問ま査員２名の給税費３当３でご 
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ざいます。２な事務費億入金 ９９０国 ２４７円は、神崎す認定審査会に係る神河町 

負担３７４１国 ０００円と、その事務費億入金 ２４８国 ２４７円でございます。  

３な地域支援事業億入金、介護予防事業３４５４国 ７２２円。４な、３な以外の事業

３７３４国 ５３９円。５な介護保険款軽減負担金億入金 １００国 ０８０円でござ  

います。介護保険款軽減対象者となる第１から第３いいの被保険者の数は ０８９人３

となっております。

１０決ージをお願いします。９款１項１目億億金２６３国 ５８１円は、前年度億億

金でございます。

１０款１項１目第１号保険者２納金３国 １００円でございます。２項１目５入５７

６国 ２５０円は、内２は介護予防ケアプラン作成款で５６５国 ０５０円と、１市町 

からの訪問ま査受化収入が１国 ２００円、介護予防事業参加費が９国 ０００円でご 

ざいます。

以上、歳入合計で１４国 １７９国 ３５０円でございます。 

続きまして、１１決ージをお願いいたします。歳出でございます。

１款１項１目資１業務管理費 ２５８国９５８円、資１及び保険款２課業務の税務課、

健康福祉課職員２名３の人件費と、法改正に伴うシステム改３委化款などの事務費でご

ざいます。２目サービス業務管理費 ２８６国 ７３６円は、健康福祉課職員２名３の 

人件費と、介護認定訪問ま査員２名３の賃金、事務費でございます。

１２決ージをお願いします。３目連合会負担金１０国 ５９６円でございます。２項

１目２課３収費３５国 ３６０円、２課３収等に係る事務費でございます。３項介護認

定審査会費 ３０８国 ９０８円、審査委員への報酬、費用弁償等と、２名の会計年度 

任用職員の賃金並びに認定審査に係るコンど１ーター保化点検委化款、神崎す介護認定

審査会への職員給税３等の億出金などの事務費でございます。

１３決ージをお願いします。４項訪問ま査費４２７国 ４８６円、介護保険訪問ま査

に係る事務費で、主なものは主治医意見書款でございます。５項運営協議会費４国 ０

００円、介護保険事業運営協議会開催に係る７名３の委員謝礼でございます。

１４決ージをお願いします。２款１項１目介護サービス給付費等４費１２国 ７９４

国 １４６円で、前年度に比億１０ ⒈７％の伸びとなっています。主なものは、０宅介

護サービス給付費３国 ３５８国 ５３５円、施設介護サービス給付費４国 ５４１国  

６２６円、地域６ま型介護サービス給付費２国 ４７２国 ３５５円でございます。  

２項その１４費９５国 ４２１円は、介護給付費審査支払い手数款でございます。

３款１項１目介護予防・生活支援サービス事業費 ４９３国 １３９円は、総合事業 

として要支援認定者及び事業対象者が利用する訪問介護３当サービスや、通所介護３当

サービスの負担金が主な内容でございます。

１５決ージをお願いします。２目介護予防ケアマネジメント事業費１７７国 ７８０

円は、要支援認定者のケアプラン作成費用に係る国保連へ支払う負担金でございます。
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２項１目一般介護予防事業費 １７５国 ５３９円は、職員１名３の人件費と介護予防 

事業の委化款などでございます。内容は、要介護状態になるおそれが高い状態にあると

認められる６５歳以上の方を対象として介護予防を実施する事業で、古田先生や公立神

崎総合病院リハビリテーション科、ケアステーションかんざき等に講師を依頼し、一般

介護予防教室、認９症予防教室、こつこつ貯筋教室、地区巡回健康教室などを実施して

おります。３項１目包括的・継続的ケアマネジメント事業費 ２１２国 ７１８円は、 

地域包括支援センター職員２名３と、会計年度任用職員のケアマネジャー１名３の人件

費と事務費でございます。

１６決ージをお願いします。２目認９症高齢者見化り事業費２５２国 ０５８円は、

認９症タッチパネル検査によりハイリスク者を発見した場合は、ナースボランテ５アに

よる認９症予防教室、ほがらか教室や、民生委員ＯＢによるいきいき教室や、地区巡回

教室への参加案内をしており、その事業に係る看護師などスタッフの委化款でございま

す。３目６利擁護事業費４２国３８５円は、地域見化りネットワーク会議に係る委員謝

金など、町が低所得者に対する成年後見制度に係る申立てを行う費用、成年後見利用支

援事業助成金などでございます。

１７決ージをお願いします。４目住宅改３支援事業費 ０００円は、２名の方が利用

をされました。５目在宅医療・介護連携推進事業費４０１国 ５７５円は、平成３０年

度から神崎す医師会に委化をし、公立神崎総合病院が事務局となっている神崎す在宅医

療・介護連携支援センター運営委化款と、在宅医療・介護連携推進協議会開催に係る会

議出席委化款などでございます。６目生活支援ま制整備事業費８００国円については、

社会福祉協議会に委化しております生活支援コー２５ネーター委化款でございます。７

目認９症初期０中支援推進事業費８３１国 １７８円は、地域包括支援センター職員１

名３の人件費が主なものでございます。

１８決ージをお願いします。８目地域ケア会議推進事業費３２国 ０００円は、会議

に出席をいただいた委員謝金でございます。４項１目審査支払い手数款７国 ３１４円

は、総合事業の審査支払い手数款でございます。

５款１項１目介護給付費準備基金積立金 １３３国 ０００円は、介護給付費準備基 

金への積立金でございます。

６款１項１目第１号被保険者保険款還付金３国 ０２０円は、６６等により保険款還

付金で、４名３でございます。

１９決ージをお願いします。２目償還金４２１国 ３００円は、過年度に係る国・６

負担金等の償還金でございます。

これらにより、歳出合計は１４国 １１０国 １９６円でございます。 

２０決ージに決算実財収支に係るま書を掲載しております。

２１決ージの介護保険の準備基金につきましては、令和３年度に １３３国 ０００ 

円を積み立て、決算年度増には１国 ９３３国 ０００円を保有しております。 
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以上で詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第８６号議案の提案説明は終わりました。

ここで昼食のため暫時休憩といたします。再開は１３時ち５うどとします。

午後０時００分休憩

午後１時００分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

次に、第８７号議案、令和３年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件

について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８７号議案、令和３年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳

出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、ま定国、収入済国ともに ７８７国 ９６４円でございます。 

歳出では、支出済国が４９国 ６６２円でございます。実財収支におきましては、歳

入歳出年引き国が ７３８国 ３０２円で、実財収支国も同様となっております。 

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、ひと・まち・みらい課長から御説明しますので、よろしく御審

議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

真弓ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（真弓 憲吾君） ひと・まち・みらい課、真弓でございます。

それでは、詳細説明をいたします。６決ージ目からの事項別明細書によりまして御説明

をいたします。まず、歳入でございます。

１款財産収入、１な土地２払い収入で１２６国 ７２８円でございます。内２は、２

桜たうんの一部２払い収入が９１国 ５２８円、これは、先ほど一般会計で報告がござ

いましたが、町有地の２払いをしました３に隣接します用地の進入円部３を確保するた

めに購入いただいた３でございます。２桜たうんの一部を２払いをいたしております。

それと、クラインガルテン、カクレ畑の令和２年度の３割払いの土地代としまして３５

国 ２００円でございます。このカクレ畑２払い代金の内２ですが、大川原区と同区の

１組の土地、そして神河町の土地の合計でございまして、町への配３国としましては１

２国 １１１円となっております。

２款４収入はゼロです。

３款億億金、これは前年億億金ですが、 ６６０国 ２３６円となっておりまして、 

歳入合計 ７８７国 ９６４円となっております。 
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次に７決ージでございます。歳出です。

１款土木費の住宅費としまして４９国 ６６２円、この内２としまして、１目宅地造

成事業で１２国 ５７３円、内２としましては、１２国 ６５３円を需用費ということ 

でございまして、コどー用２等の６耗入が１２国円、決算書の印刷代が ６５３円とな

っております。また、款用款としまして、通行款、駐３款で ９２０円をお支払いして

おります。次に、２目寺前宅地造成事業費で、３繕款１３国 ０００円、これは一部水

円補３をいたした３でございます。３目カクレ畑多自然０住推進事業、ここで補償及び

補償金ということで２３国 ０８９円を大川原区と同区の１組のほうへ土地代金として

お支払いをしております。

８決ージ目を御決ください。歳入総国は ７８７国 ０００円、歳出合計は４９国  

０００円となっておりまして、実財収支国 ７３８国 ０００円でございます。これは 

次年度への億億しとなります。

９決ージには、財産等に関するま書を記載しております。行政財産としましての公園

は、２桜たうん３が ３６５平はから７８平はを２り払いましたので、減少しまして 

２８７平はとなります。国通財産で宅地、田畑につきましては変更がございません。そ

の１としまして、２桜たうんの２り払いました公園の反対側で５種地１０平はが増加し

ております。これは一般会計で２り払いました３とは別に、１０平はだまを増しており

まして、これを土地開発会計のほうに組み入れたものということでございます。合計で

２国２１２平はの財産となっております。

以上で土地開発事業特別会計の御説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いい

たします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第８７号議案の提案説明は終わりました。

次に、第８８号議案、令和３年度神河町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の件

について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８８号議案、令和３年度神河町訪問看護事業特別会計歳入歳

出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

訪問看護は、中所磨地域の病院や開業医からの依頼が多く、４円市香寺町から朝来市

生野町までをエリアとし、訪問看護、訪問リハビリなどを行っています。また、在宅医

療、在宅ケアの推進のため、地域医療の担い手として、地域住民の皆様の要望に応える

億く、夜間の携帯５１への転送により、２４時間緊急連絡ま制を取る対応も行っており

ます。今年度の訪問看護ステーション利用者数は １３７人、訪問総回数は１国 １７ 

８回、収入済国１国 ０９４国 ５６３円、支出済国１国６１８国 ７４１円、歳入歳  

出年引き国は ４７５国 ８２２円でございます。 
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以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。それでは、

詳細について、事項別明細書で説明をさせていただきますので、６決ージをお願いいた

します。

１款事業収入１国 ２４９国 ０１８円、内２は、医療保険収入が ７４９国 ００   

３円と、介護保険収入のサービス事業収入が ９０５国 ７９５円、０宅介護支援事業 

収入が、ケアプラン作成費として５９４国 ２２０円でございます。

２款６支出金の１目民生費６補助金で、新型コロナウイルス感染症対策の事業補助金

６国円。

３款財産収入の利子及び配当金ですが、財政ま整基金の利子で ３３０円。

４款億入金の財政ま整基金億入金はゼロ円。

５款億億金は ７２３国 ３５４円。 

６款４収入、１項受化事業収入は、介護予防受化事業収入等で６７国 ２８０円。２

項５入は、職員健康診査の助成金などで２１国 ５８１円でございます。

７決ージをお願いいたします。７款国款支出金は、新型コロナウイルス感染症対策事

業補助金２６国円でございます。

以上のとおりで、歳入合計は１国 ０９４国 ５６３円でございます。 

次に、歳出でございます。８決ージをお願いいたします。

１款業務費は１国３１８国 ４１１円で、人件費が主なものでございます。まず、１

な報酬 ７６８国 ９１４円は、会計年度任用職員である看護師４名、理目療法士１名、 

作業療法士１名、事務員２名の計８名３でございます。２な給款 ３７２国 ２００円 

は、理目療法士、作業療法士、看護師の正職員９名３でございます。３な職員手当等

２７１国 ８０８円は、正職員の各種職員手当と会計年度任用職員の期増手当で、４な

共済費 ７２９国 ３１３円は、正職員の共済費と会計年度任用職員の社会保険款等で 

ございます。８な旅費は１１７国 ４０７円で、その内２は、国通旅費１国 ５９５円 

と、会計年度任用職員費用弁償、通勤手当でございますが、１１５国 ８１２円でござ

います。１０な需用費は、訪問看護の公用３の３款代などで３６９国 ２９９円、１１

な４務費は、通１款などで２１９国２５６円、１２な委化款は、訪問看護委化款などで

１７２国 ５６５円でございます。

９決ージをお願いいたします。１３な款用款及び賃借款は、ユ５フォームのリース款

などで１５０国 ２３３円、１７な備入購入費は、公用３１台購入で１３２国 ７８６ 

円、１８な負担金、補助及び交付金は、円３会負担金などで７国 ２３０円、２１な補
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償、補填及び補償金はゼロ円、２６な公課費は、自動３重６税７国４００円でございま

す。

２款の公債費はゼロ円でございます。

３款基金積立金は５０国円と、歳入の財政ま整基金の利子 ３３０円を加算した５０

国 ３３０円を積み立てています。

４款４支出金は、病院事業会計へ事務所の賃借款３当として２５０国円の億り出しを

しております。

以上のとおりで、歳出合計は１国６１８国 ７４１円でございます。

１０決ージ、１１決ージにつきましては、決算の実財収支に関するま書と財産等に関

するま書をつまております。

なお、基金につきましては、先ほど申し上げたように、令和３年度におきまして５０

国 ３３０円を積み立てておりまして、年度増の現在高は ４３０国 ２７８円となっ  

ております。

以上で詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第８８号議案の提案説明は終わりました。

次に、第８９号議案、令和３年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認

定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８９号議案、令和３年度産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳

出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、款用款及び手数款４国 ５５０円、基金億入金３５国円、億億金５国 ７ 

９６円、６費税還付金が１１８国 ６８８円など、歳入合計は１６３国 ３８０円とな 

っております。

歳出では、産業廃棄物処理事業費が１５８国 ８１９円、歳出合計も１５８国 ８１ 

９円となっており、歳入歳出年引き国は５国 ５６１円で、実財収支国も同様となって

おります。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。それでは、詳細説明をさせて

いただきます。

事項別明細書６決ージをお願いいたします。歳入です。
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１款款用款及び手数款は４国 ５５０円で、不３物、いわ１る１１、合計２７トンの

処３地款用款でございます。処３場が満杯状態のため、令和３年度より１１等の搬入６

を１回当たりおおむね１トンまでに制限をしております。

２款財産収入 ３４６円は、財政ま整基金の利子です。

３款億入金３５国円は、産廃処理事業、財政ま整基金からの億入金です。

４款億億金５国 ７９６円は、前年度億億金です。

以上、歳入合計が１６３国 ３８０円でございます。

続きまして、７決ージをお願いします。歳出です。

１款産業廃棄物処理事業費は１５８国 ８１９円で、主なものといたしまして、１２

な委化款は１４８国 ０５０円で、内２を備考欄に記載しておりますが、施設管理業務

委化款を、地元、鍛治区、大河区へ計９４国円、処３場の水財検査の委化款が３５国

０００円、管理業務委化款は、処３場及び００の除４作業の委化で１９国 ０５０円で

ございます。２４な積立金 ３４６円は、財政ま整基金への積立てです。

以上で、歳出合計が１５８国 ８１９円でございます。

なお、８決ージに決算実財収支を、９決ージに財産等に関するま書を記載しておりま

す。３年度増現在の基金増高は１国 ４７７国 ０００円となっております。 

令和３年度産業廃棄物処理事業特別会計決算の説明、以上とさせていただきます。よ

ろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第８９号議案の提案説明は終わりました。

次に、第９０号議案、令和３年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定

の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９０号議案、令和３年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳

入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、基金億入金８４８国 ０３４円、財産収入２２９国 ５９０円。 

歳出では、一般管理費１４国 ４５８円、基金積立金２２９国 ５９０円、地域振興 

費で０落運営４経費助成金２２９国 ５７６円、生活環境基億整備事業補助金が６０４

国 ０００円であり、歳入歳出合計ともに ０７７国 ６２４円となり、歳入歳出年引  

き国はゼロ円で、実財収支国も同国であります。また、寺前地区振興基金の決算年度増

現在高は６国 ７８８国 １６３円でございます。 

以上が決算の概要でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第９０号議案の提案説明は終わりました。

次に、第９１号議案、令和３年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定

の件について、提出者の説明を求めます。

－１２５－



山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９１号議案、令和３年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳

入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、基金億入金８００国 ２８９円、財産収入３３国７０２円。

歳出では、一般管理費 ２８９円、基金積立金３３国７０２円、地域振興費で長谷販

れあいマーケット運営費補助金５００国円、一般会計億出金３００国円であり、歳入歳

出合計ともに８３３国 ９９１円となり、歳入歳出年引き国はゼロ円で、実財収支国も

同国であります。また、長谷地区振興基金の決算年度増現在高は１国 ３０４国 ６８ 

６円でございます。

以上が決算の概要でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第９１号議案の提案説明は終わりました。

次に、第９２号議案、令和３年度神河町水道事業会計決算認定の件について、提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９２号議案、令和３年度神河町水道事業会計決算認定の件に

ついて御説明申し上げます。

本議案は、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づきまして、監査委員の審査意

見書を付して議会の認定を求めるものでございます。

決算書の１８決ージをお願いいたします。令和３年度は、主要事業としては水道管円

緊急改善事業で、岩や、中村、加納、柏尾、貝野、新野及び南小田地内の一部の水道管

の布設替え工事を実施し、安全安心のライフラインづくりの強化を図りました。経営面

においては、経営戦略の見直しを行い、それに２せアセットマネジメントの策定と水道

管円のＡＩ診断を行いました。また、経営健全化に向また経費のな減に取り組み、収納

の強化にも修めました。運営面では、有収率の向上のため漏水ま査を行い、漏水３繕工

事については可能な限り直営工事とし、コスト縮減を図りました。経営状況では、収は

的収支の事業収はは３国 ７４７国円、事業費用は３国 ４３０国 ０００円で、収支  

は当年度は利は ３１６国 ０００円となりました。資本的収支では、資本的収入は２ 

国 ８６１国 ０００円で、資本的支出は４国 ７８３国 ０００円で、うち建設改良   

費２国 ４７６国 ０００円、企業債償還金１国 ３０６国 ０００円となり、収支不   

足国１国 ９２１国 ０００円は、過年度３４は足定０保資金等で補填いたしました。 

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。
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谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課の谷綛でございます。それでは、第９２号

議案について詳細を説明させていただきます。まず、８決ージをお願いいたします。

決算報告書で、３条予算の収は的収入及び支出で、収入の第１款水道事業収はの決算

国は４国 ６４５国 １８７円でございます。これは、先ほど町長が説明をしました金 

国の税額みの金国でございます。支出の第１款、水道事業費用の決算国は３国 １３６

国 ７７４円となりました。これも税額みでございます。

９決ージをお願いをいたします。資本的収入及び支出で、収入の第１款資本的収入の

決算国は２国 ８６１国 ９０７円、支出の第１款資本的支出の決算国は４国 ７８３  

国 ３０３円。不足する国１国 ９２１国 ３９６円は、過年度３４は足定０保資金等  

で補填をしております。

１０決ージをお願いいたします。４は計算書でございます。こちらは６費税抜きの金

国でございます。営業収はは２国 ７５１国 １８４円、営業費用は３国 ０３５国   

７６４円、年し引きまして１国２８４国 ５８０円の営業４７となっています。営業外

収はは１国 ３４５国 ９００円、営業外費用が ３６８国 ２４３円でございました   

ので、経常利はは ６９２国 ０７７円となりました。特別利はは６４９国 ９９３円、  

これは前年度収は化す億きであった長期前受金を収はしたものでございます。

次に、特別４７が２６国 ９１０円でございました。この３は、過年度の水道款金の

減免の還付金でございます。当年度は利はは ３１６国 １６０円となってございます。 

前年度億億利は前前金が３国９９０国 １１０円でございましたので、当年度未処３利

は前前金は３国 ３０６国 ２７０円となってございます。 

１１決ージには、前前金の計算書をつまてございます。確認をお願いしたいと思いま

す。

次に、１２決ージ、１３決ージは、者借対路表でございます。１２決ージの資産の部

は、２定資産合計国は４２国 ５２５国 ０９２円、流動資産の合計は４国 ５５５国  

８１５円で、資産合計は４７国８１国 ９０７円となっています。負債の部は、２定 

負債の企業債が２３国 １１０国３４３円。

１３決ージの流動負債合計は２国 ９８７国 ４９２円でございます。億延億収はで 

は、長期前受金が３１国 ３２５国 ２１１円で、長期前受金収は化は計国は、マイナ 

スの１８国 ５７１国 ７８９円。億延億収は合計国は１２国 ７５４国 ４２２円と   

なり、負債合計国は３８国 ８５１国 ２５７円となっています。 

次に、資本の部は、資本金合計が４国 ３７４国 ５０１円。前前金では、工事負担 

金が ５４８国 ８７９円で、利は前前金の当年度未処３利は前前金が３国 ３０６国  

２７０円となっており、前前金合計は３国 ８５４国 １４９円。資本合計は８国   

２２９国 ６５０円で、負債資本合計は、資産合計と同国の４７国８１国 ９０７円で 

ございます。
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１４決ージを御決ください。キャッシ１フロー計算書でございます。業務活動による

キャッシ１フローは、プラスの１国 １７１国 ５５５円。投資活動によるキャッシ１ 

フローは、マイナスの２国 ４０８国 ０７６円。財務活動によるキャッシ１フローは、 

プラスの ７４３国 ０１５円となってございます。業務活動のキャッシ１フローがプ 

ラス、投資活動がマイナス、財務活動がプラスとなってございますので、健全経営では

ございますが、将来の返済負担が多くなるという販うに想定をされます。

資金の増減国は、マイナスの ４９２国 ５０６円。資金の期首の増高が４国 ２４  

４国 ２７２円であったので、資金の期増増高としましては、４国７５１国 ７６６円 

となってございます。

１５決ージ、１６決ージは、注記表でございます。重要事項の説明を記載しておりま

すので、御確認をお願いしたいと思います。

次は、決算万属書類でございます。１８決ージをお願いいたします。先ほど町長から

説明しましたので、この決ージについては省略をさせていただきたいと思います。

次、１９決ージをお願いいたします。令和４年３月２９日に地方公営企業法施行規則

が改正をされまして、営業報告書の、１、概況に経営指標に関する事項の項目が追記さ

れたことによりまして、今年度から報告書に経営指標についても記載をしております。

経営指標は、過去５年３を比較できるようにしてございます。まず、経営収支比率でご

ざいますが、これは経営費用、つまり営業費用プラス営業外費用が経常収はによってど

の程度賄われているかを示す指標でして、この比率が１００％未満である場合は収はで

費用を賄えず、経営４７が生じていることを意味しますが、今年度も、少しではありま

すが１００％を超えていますので、健全な経営ができていることが３かります。

次の款金回収率ですが、これは給水に係る費用がどの程度給水収はで賄えているかを

示した指標でありまして、１００％を切っていますので、７⒏９％の増り約２０％を一

般会計からの億入金等で賄っているということでございます。

次は、有形２定資産減価償却率ですが、これは有形２定資産のうち償却対象資産の減

価償却がどの程度進んでいるかを示す指標でございまして、資産の老朽化度合いを示し

ております。一般的に数値が高いほど法定耐用年数に近い資産が多いことを示しており、

当町は５⒋１６％となっておりまして、全国平均が４⒐３５％となっておりますので、

比億ましても若干高い数値となっております。資産の老朽化が大きな問題となってきて

おりまして、次の管円経年劣化率は、法定耐用年数を超えた管円延長の割合を示す指標

で、管円の老朽化度合いを示しております。当町は５⒈５９％となっていまして、約２

２０キロある管円の約半数が耐用年数を超えていまして、更新工事を平成３０年度から

積極的には行っていますが、財政的にも、また人的にも限度がありますので、漏水が多

く発生している管円、またＡＩ診断で危険度の高いランクのものから更新を行っている

状況でございます。

最後に、管円更新率ですが、当該年度におまる更新率でございまして、⒈１４％と低
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い数値のように見えますが、全国的には３％程度なので、当町の取組はまだ進んでい

るほうという販うにまえると思います。

２０決ージ、２１決ージをお願いをいたします。２ポツの工事については、主要な工

事を記載しております。全部で１２件となっております。３ポツの業務６では、年間排

水６は１７７国９６４立はで、年間有収率は１０８国 ６７４立はで、有収率は６ ⒈３

％、令和２年度が６⒈５４％でしたので、前年度よりも２４ポイントの減となりまし

た。管円の改３工事を進め、漏水ま査も実施していますが、町内全域で老朽化が進み、

改３が追いついていない状況でございます。人口減、またな水意識の浸透によりまして、

確実に営業収はは減ってきております。持続可能な水道事業とするため、さらなる経営

戦略を進めていく必要がございます。

２２決ージをお願いいたします。重要契約の要旨を記載しております。確認をお願い

いたします。

次に、企業債及び一時借入金の概要でございますが、企業債の前年度増増高は２３国

７７６国 ８４９円で、本年度借入国は２国 ０５０国円、本年度償還高が１国 ３   

０６国 ９８５円の償還によりまして、本年度増の増高が２４国 ５２０国 ８６４円  

となりました。

次に、２４決ージの収は費用明細書を御決ください。主立ったものを説明をいたしま

す。１項１目１なの水道款用款は２国 ５９５国 ６２０円で、内容は、基本款金、超 

過款金とメーター款用款でございます。続いて、２項２目１なは一般会計からの補助金

４００国円で、高款金対策と企業債の元利償還補填として億入れをしてございます。

３目１な長期前受金３入は ４９８国 ０１５円で、国６補助金、工事負担金、受３財 

産評価国を収は化をしております。

２５決ージをお願いいたします。４目その１５収はは、６費税の還付金等でございま

す。３項１目過年度４は３正４６４９国 ９９３円は、先ほど、当初にまいましたまど

も、令和２年度に収は化す億き長期前受金を収は化していなかったため、令和３年度に

実施したものでございます。

次に、２６決ージの支出でございます。１項１目の原水及び２水費 ２０３国 ９１ 

２円は、１２か所の２水場に係る経費でございます。次に、２目の配水及び給水費で

７２７国 ６５６円、これは配水７や配水管に係るものでございます。

次に、２７決ージをお願いいたします。４目の総係費が ４８４国 ０７５円で、職 

員５名の人件費や事務費が主なものでございますが、１３なの委化款で、令和３年度は

水道事業アセットマネジメントを策定、経営戦略の見直し、水道管円のＡＩ診断を行っ

てございます。次に、５目の減価償却費は２国 ２６６国 ４５９円で、建物、構築物 

等の減価償却費でございまして、現金支出を伴わない営業費用となっております。

次に、２９決ージをお願いいたします。２項の営業外費用ですが、 ３６８国 ２４ 

３円で、うち企業債の借入償還利子で ９２１国 ９１１円となっております。３項の 
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特別４７は２６国 ９１０円で、２３件の過年度の３の水道款金の漏水に係る減免還付

金でございます。

次に、３０決ージをお願いいたします。資本的収入及び支出でございます。資本的収

入については、企業債で２国 ０５０国円、国款補助金で ８００国円の収入がござい 

ました。

次に、３１決ージの資本的支出をお願いいたします。１款１項１目の事務費で、事業

費に係る職員給款１名３を計上しております。総国で８６３国 ８８７円でございます。

２目施設費で主なものは、１なの委化款で、実施設計施工管理等業務費用でございまし

て １９５国 ０００円。２なの工事請負費で、水道管円改善工事等で２国 ７４６国  

７４５円となっております。

３２決ージをお願いいたします。２項企業債償還金で、借入償還元金としまして１国

３０６国 ９８５円を支出してございます。 

３３決ージをお願いいたします。２定資産明細書でございます。表の右下の年度増償

却未済国は４２国 ５２５国 ０９２円となっております。 

３４決ージ、３５決ージは企業債の明細表で、２３決ージの説明の内２でございます。

また御確認をいただまたらと思います。

参考資款としまして、補填財源明細書、２定資産減価償却明細書、経営３析書を添付

をさせていただいております。また、決算説明資款としまして、神河町水道事業の主な

指標、利用状況別款用件数、款用６、款用款金のそれレれのま書、配水区別の収支決算

状況、職員給税費に関するま書、億入金の状況、４は計算書と者借対路表及び業務６、

補填財源の推移の年度別の比較表を提出していますので、御確認をいただまたらと思い

ます。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第９２号議案の提案説明は終わりました。

次に、第９３号議案、令和３年度神河町下水道事業会計決算認定の件について、提出

者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９３号議案、令和３年度神河町下水道事業会計決算認定の件

について御説明申し上げます。

本議案は、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づきまして、監査委員の審査意

見書を付して議会の認定を求めるものでございます。

決算書の１８決ージをお願いいたします。当町の下水道事業は、全町で生活排水処理

施設が整備されており、水洗化率は９⒐０３％と高い数字で、住民の皆様に快適な生活

環境を提供しております。

令和３年度の主要事業としましては、下水道事業の経営戦略の見直しを行い、経営環

境の変化に応じた今後の投資計画を立てております。また、南小田処理区と大河内処理
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区の接続が完了し、供用を開始しており、上小田処理区の接続工事にもま手いたしまし

た。下水道事業を将来にわたり継続するため、経営の健全化、安定化に向また取組を継

続し実施しております。

経営状況では、収は的収支の事業収はが６国 ７００国 ０００円、事業費用は５国 

９１１国 ０００円で、収支では、当年度は利は ７８８国 ０００円となりました。   

資本的収支では、資本的収入は２国 ３８６国 ０００円、資本的支出は５国 ５３９  

国 ０００円で、うち建設改良費は ００２国 ０００円、企業債償還金は４国 ５３   

７国 ０００円となり、収入不足国２国 １５３国円は過年度３４は足定０保資金等で 

補填いたしました。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課の谷綛でございます。それでは、９３号議

案について詳細を説明させていただきます。

決算書、表２から７枚送っていただきまして、８決ージをお願いいたします。収は的

収入及び支出で、収入では、１款下水道事業収はの決算国は６国 ６３１国 ４６９円 

でございます。支出では、第１款下水道事業費用の決算国は５国 ６３８国 ４４６円 

となってございます。

９決ージをお願いいたします。資本的収入及び支出でございます。収入は、第１款資

本的収入の決算国は２国 ３８６国 ８４３円でございます。支出は、第１款資本的支 

出の決算国５国 ５３９国 １８６円、資本的収入国が資本的支出国に不足する国２国 

１５３国３４３円は、過年度３４は足定０保資金等で補填をしてございます。

１０決ージをお願いいたします。４は計算書でございます。営業収はは４国 ８５６

国 ８５８円、営業費用は４国 ８８２国 ５１６円で、年引き後の営業４７は ０２   

６国 ６５８円でございます。営業外収はは２国８４３国 ９０２円、営業外費用は  

０１９国 ３５４円でございます。営業収支と営業外収支を合わせますと ７９８国  

８９０円の経常利はとなり、特別４７が９国 ８５０円ございましたので、当年度のは

利はとしましては ７８８国 ０４０円となってございます。前年度億億欠４金が９国 

６３５国 ４９２円でございましたので、当年度増の未処理欠４金は９国 ８４６国  

４５２円となってございます。

１１決ージは、前前金の計算書と欠４金の処理計算書でございます。御確認をお願い

したいと思います。

次に、１２決ージ、１３決ージの者借対路表を御決ください。１２決ージ、資産の部

として、２定資産合計国は９３国 ２９６国 ９６１円、流動資産合計は５国 ８７６  
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国 ９９１円で、資産合計は９９国 １７３国 ９５２円でございます。  

次に、負債の部の２定負債は３７国 ８２１国２４７円となってございます。１３決

ージを御決ください。流動負債合計は５国 ７１４国 ８０４円でございます。億延億 

収は合計は３４国８４４国 ３５０円で、負債合計は７７国 ３８０国 ４０１円とな  

ってございます。

次に、資本の部でございます。資本金合計は２９国 ３５９国 ３５７円、資本前前 

金合計は１国 ２７９国 ６４６円、利は前前金合計はマイナスの９国 ８４６国 ４   

５２円、資本合計は２２国 ７９２国 ５５１円、負債資本合計は、資産の合計と同国 

の９９国 １７３国 ９５２円でございます。 

１４決ージを御決ください。キャッシ１フローの計算書でございます。業務活動によ

るキャッシ１フローはプラスの２国 ６１７国 ５１１円、投資活動によるキャッシ１ 

フローはマイナスの ５５６国 ６２２円、財務活動によるキャッシ１フローはマイナ 

スの２国 ０６０国 ３５５円となってございます。営業活動がプラス、投資活動がマ 

イナス、財務活動がマイナスとなっていますので、健全な経営状態であるとまえると思

います。資金の減少国は９９９国 ４６６円で、資金期首増高が５国 ７８７国 ８１  

６円でございましたので、資金の期増増高は５国 ７８７国 ３５０円となってござい 

ます。

１５決ージ、１６決ージは注記表でございます。この注記表は、決算書で３かりにく

いもの、重要なものとして、引当金の計上方法、セグメント５の営業収は等を記載して

おりますので、御確認をお願いしたいと思います。

次に、決算万属書類の１８決ージをお願いしたいと思いますが、町長が説明しました

ので、この決ージは省略をさせていただきたいと思います。

もう１決ージ送っていただきまして、１９決ージをお願いいたします。こちらも水道

事業と同じでして、地方公営企業法施行規則が改正されまして、経営指標に関する事項

の項目が追加されたことによりまして、今年度から報告書に経営指標について記載をし

てございます。下水道事業は、特定環境保全公共下水道事業、それから農業０落排水事

業、コ５１５テ５・プラント整備事業の３つのセグメントごとの経営指標としておりま

して、経常収支比率は全て１００％を上回り、健全とまえます。経費回収率はコ５プラ

で効率が悪く、農０では効率よく運用ができていることが３かります。処理場の統廃合

を進め、効率のよい運営に修めていきたいと思っております。有形２定資産減価償却率

は約５０％となっていまして、機器の更新は行っておりますが、建物、処理化などが経

年していまして、近年では耐震化、耐水化を国は進めるように指導してきています。管

渠の老朽化率はゼロ％ですが、地域によっては不明水が大雨が降ると管円に入ってきて

いますので、不明水ま査を行い、管円の健全化に修めていきたいと思っております。

２０決ージは御確認をお願いしたいと思います。

次に、２１決ージを御決ください。業務６でございますが、年間の処理水６は１２８
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国 ４５１立は、有収水６は９６国 ４１７立は、有収率は７  ⒌２％であります。不明

水の浸入、井戸水のみなし水６が００していると思われます。中いの事業収入に関する

事項ですが、後の収は費用明細書で説明をいたしますが、営業収はが減っております。

水道事業と同じ原因ですが、人口減による水道款用６が減となっていることによります。

２２決ージをお願いいたします。重要契約の要旨ですが、７件ございます。確認をお

願いいたします。２のイですが、企業債については、本年度増増高は４０国 １７６国

２１６円となってございます。

次に、２３決ージをお願いいたします。収は費用明細書でございます。主な事項につ

いて説明をさせていただきます。１項１目１なの下水道款用款は、基本款金と款用款を

合わせまして１国 ９１２国 ２５０円でございます。２目１会計負担金の２国 ９０  

９国 ９００円は、人件費、それと、減価償却費の補填補助金として一般会計からの億

入れを行ってもらってます。内２につきましては、決算説明資款の２９決ージを確認し

ていただまたらと思います。続きまして、２項で主なものは、２目一般会計からの補助

金が ９９３国 １００円、３目長期前受金３入が１国 ７７０国 ５２８円となって   

ございます。

次に、２４決ージの支出でございます。１項１目管渠費が ２２９国 ６６０円で、 

これは下水道本管、それからマンホールポンプ等の０持管理に係る経費でございます。

２目処理場費は ５６４国 ３２４円で、町内１１か所の処理場に係る経費でございま 

す。

２５決ージの３目総係費は ８９２国５４５円で、職員４名の人件費、事務経費に係

るものでございます。

２６決ージの４目減価償却費は３国 １９７国 ９８７円でございます。 

２７決ージをお願いいたします。２項で主なものは、企業債償還利２が ９９３国 

１００円となってございます。

次に、２８決ージをお願いいたします。資本的収入及び支出でございます。１款１項

１目企業債で、建設改良企業債が億億３を合わせまして ５５０国円、それから資本費

平準化債が２国８３０国円でございます。２項１目１なの国款補助金は、農山漁村地域

整備交付金と社会資本整備総合交付金で、億億３を合わせまして ８４０国 ０５０円 

でございます。３項１目１な一般会計の出資金が ０９６国 ０００円となってござい 

ます。

２９決ージをお願いいたします。１款１項１目事務費は、職員１名３の給款等でござ

います。同じく２目１な委化款で、本村処理場の機能診断及び計画策定を２２８国円、

統廃合のための管円接続工事に係る施工管理業務で３３３国 ０００円を執行しており

ます。２なの工事請負費は、上小田処理区と南小田処理区の管円接続工事ほかでござい

まして、 １５６国 ０７４円の執行でございます。 

次に、３０決ージをお願いいたします。２項１目の企業債償還金は、４国 ５３７国
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３５５円の償還を行っております。

３１決ージをお願いいたします。２定資産明細書でございます。表の右下の年度増償

還未済国は９３国 ２９６国 ９６１円となってございます。 

次に、３２決ージから３７決ージにかまましては、企業債の明細表でございます。

３７決ージ右下の未償還増高が４２国 ５５６国 ２１６円となってございます。 

３８決ージ以降は、参考資款としまして、補填財源明細書、２定資産減価償却明細書、

経営３析書を添付させていただいております。御確認をお願いをいたします。また、そ

の１決算説明資款につきましては、下水道事業の主な指標、それから、事業別収支決算

状況、職員給税費に関するま億、年度別の４は計算書、者借対路表、業務６、それから、

補填財源、一般会計億入金の説明資款等を提出しておりますので、御確認いただまたら

と思います。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をいただきますようお願

いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第９３号議案の提案説明は終わりました。

次に、第９４号議案、令和３年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９４号議案、令和３年度公立神崎総合病院事業会計決算認定

の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づきまして、監査委員の審査意

見書を付して議会の認定を求めるものでございます。

当院は、令和２年に発症が確認された新型コロナウイルス感染症対策におまる帰国者

・接触者外来設置医療機関、協力医療機関として、６中所磨健康福祉事務所管内におま

る感染症対策の牽引４を一手に担ってきました。常時検査ま制や入院病床を確保すると

ともに、令和３年度から始まった地域住民待望のワクチン接種について、町健康福祉課

と連携し０円接種対応を進め、安心して接種できる場も提供してまいりました。

また、医師確保対策では、所磨４円圏域におまる特定中核病院の指定を受またことか

ら、医師確保等の取組について６の積極的支援を受まられることになり、令和２年４月

から、６養成医である内科・総合診療医を派遣いただいております。また、令和３年４

月には内科医１人の採用と、加古川中１市民病院から外科医１人の派遣、１年限定であ

りますが、受入れを行うとともに、神戸大目及び大阪医科薬科大目からの非常勤医師の

派遣も並行しながら受ま、医師確保対策を進めたところです。

収支の状況は、医師確保対策も奏功し、前年度落ち額んだ患者数もほぼ回復するなど、

診療単価の増と３まって増収につながりました。さらに、コロナ関係補助金制度も継続

されたことから運転資金の確保に至り、年度当初に抱えていた危機感ほどの収支や資金

億りの悪化なく締めくくることができたものと考えています。
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それでは、令和３年度の公立神崎総合病院事業会計決算状況の概略を申し上げます。

業務６は、決算書の２９決ージから３１決ージに記載のとおり、入院患者数３国 ７１

４人、１日当たりの患者数が１０⒊３人、外来患者数は９国 ６４５人、１日当たり４

０⒏９人となりました。手術件数や検査件数等については記載のとおりですので、御確

認ください。

次に、３２決ージ以降に事業収入及び事業費用に関する事項を記載しています。金国

は６費税抜きの金国でございます。

収は的収入は３４国 ２５７国 ７８５円、収は的支出は３２国 ８２９国 １４１   

円、収は的収支国は１国 ４２７国 ６４４円で、黒字となりました。資本的収入は１ 

国 ４５０国 ０００円、資本的支出は２国 ８４９国 ７８２円、資本的収支国はマ   

イナスの１国 ３９９国７８２円でありますが、過年度４は足定０保資金等で補填いた

しております。

以上が決算の概要でございまして、令和３年度は黒字で締めくくることができました

が、課題も山積していると考えています。

大きくは２点ございまして、１点目は、次世代を担う医師の確保でございます。当院

ではこれまで、特定の診療領域、特に内科、外科が医師数不足である、医師数が充実す

れ４深夜帯の救急診療など負担が大きな状況が改善できるなどと、医師の人数にま目し

て考えていました。しかし、２０年前から常勤医師数は一時期を除きほぼ２０人と安定

しているにもかかわらず、入院、外来ともに患者数は町人口の推移と同じ傾向、つまり

当時の３３の２に減少していることに鑑みると、従来からの医師数不足の節ま声の下で

の拡大円線に警鐘を鳴らしながらも、次世代を担う医師数だまは確保しながら、今後は

戦略的な縮小も視野に入れ、総合的に検討を進める億き時期に来ているということです。

今後は、各診療科、医師数と患者数、収はの１ランス確保はもとより、医師当たりのパ

フォーマンスにもま目し、その向上を積極的に進め、地域住民におまる総合病院への期

待や５ーズに持続的に応えていく必要があると考えています。

２点目は、経営改善の推進であります。良財の医療の提供は最重要課題であり、経営

まとして永続させる責任がある。その責任を果たすために、開設者、管理者、そして職

員各位がワンチームとなって、９恵を出し合って経営改善に取り組む必要があると承９

しており、令和２年度以降、全職員による共通認識と具ま的な取組を進める対応が急務

であると判断し、できることから、効果が多いことから取組を展開することとし、鋭意

継続してきました。令和４年度以降さらに加速させ、強力に推進していくため、町及び

病院内のま制も強化構築し、不透明感は大きいものの、計画的に、ま実に各種対策を講

じてまいりたいと意を強くしているところです。

国の医療費抑制策の下、人口減少、受療率低下等の００により、全国の自治ま病院の

経営は非常に厳しい状況が続いており、経営状況は極めて厳しい状況下ではございます

が、当院は地域医療の拠点病院として、地域住民の皆様に安全安心な生活を送っていた
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だくため、よりよい医療の提供に向まて、今後におきましても職員が一丸となって懸命

に修力してまいる所存でございます。

以上、決算の状況と当院が早急に取り組む億き課題等について申し上げました。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。それでは、

病院事業会計の決算について詳細説明をさせていただきます。

決算書の７決ージをお願いいたします。決算報告書の収は的収入及び支出でございま

して、金国は６費税額みの数字でございます。

収は的収入では、病院事業収はで決算国は３４国 ７３７国 ７３３円で、内２は、 

医業収は、医業外収はでございます。

次に、８決ージ、収は的支出でございます。病院事業費用の決算国は３３国 ２８０

国４１０円で、内２は、医業費用、医業外費用、特別４７でございます。詳細は後ほど

明細書で御説明申し上げます。

次に、９決ージ、資本的収入及び支出でございます。収入の決算国は１国 ４５０国

０００円で、企業債、出資金、補助金及び者付金返還金でございます。

１０決ージ、資本的支出でございます。決算国は３国１８２国 ０４２円で、内２は、

建設改良費、企業債償還金及び投資でございます。詳細は後ほど明細書で御説明申し上

げます。

次に、１１決ージ、４は計算書を御決ください。この４は計算書以降は６費税抜きの

記載でございます。医業収はは、入院及び外来収は等で２９国 ５４４国３５８円、医

業費用は、給税費、材款費、経費等で３１国 ７６６国 ２３１円、医業４７が２国  

２２２国 ８７３円でございます。医業外収はは、負担金、交付金、補助金等で４国 

７１３国 ４２７円、医業外費用は、支払い利２及び企業債取扱４費などで１国 ６８ 

３国 ９１０円、医業外利はが３国 ０２９国 ５１７円、経常利はが１国 ８０７国   

６４４円となりました。特別４７は、看護師３目資金者税金返還免除金で３８０国円

となり、当年度は利はは１国 ４２７国 ６４４円となりました。前年度億億欠４金が 

１２国 ４８３国 ２１１円でしたので、当年度未処理欠４金が１０国 ０５５国 ５   

６７円となりました。

次に、１３決ージ、者借対路表をお願いいたします。２定資産で、有形２定資産の土

地、建物、建物万属設備、構築物、器械及び備入、３設で、有形２定資産合計が４８国

８３１国 ４８１円でございます。投資その１の資産として、長期前払い６費税など 

で１国 ５３７国 ６９２円、２定資産合計で５０国３６９国 １７３円でございます。  

１４決ージをお願いいたします。流動資産では、現金目金や医業未収金などで１０国
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８９２国 ０６０円となり、資産合計で６０国 ２６１国 ２３３円でございます。   

次に、負債の部でございます。まず、２定負債で、企業債は３１国 ５３９国 １３ 

０円で、うち２国 ０００国円は、令和２年度に発行した特別減収対策企業債でござい

ます。流動負債では、１年以内の償還期限を迎える企業債などで４国 １３６国 ４６ 

４円、億延億収はの長期前受金などで ２３１国 ５９５円、負債合計で３６国 ９０  

７国 １８９円でございます。資本金は３４国 ４０９国 ６１１円、欠４金の当年度  

未処理欠４金が１０国 ０５５国 ５６７円となり、資本合計が２４国３５３国 ０４  

４円、負債資本の合計が６０国 ２６１国 ２３３円でございます。 

１６決ージはキャッシ１フロー計算書で、１、業務活動によるキャッシ１フローでは

４国 ３０１国 ８２７円、投資活動によるキャッシ１フローはマイナスの ４５８国  

６００円、財務活動によるキャッシ１フローはマイナスの ９４０国 １８２円で、  

資金の増加国が２国 ９０２国 ０４５円となりました。資金の期首増高が２国 ０５  

０国 ２５２円でございましたので、資金の期増増高が５国９５３国 ２９７円となり 

ました。

１７決ージ、１８決ージは注記表でございます。

１９決ージは欠４金の計算書でございます。当年度変動国の１会計出資金の受入れ１

国 ０００国 ０００円は一般会計からの出資金で、当年度増増高資本合計は右下の２ 

４国３５３国 ０４４円となりました。

２０決ージは欠４金処理計算書ですが、処理は特にございません。

次に、２１決ージから２５決ージは、町長の提案説明及び３６決ージ以降の収は費用

明細書と重複しますので、省略させていただきます。

２６決ージは議会の議決事項でございまして、８件でございます。

２７決ージは部門別職員数でございますが、令和４年３月３１日現在で医師が２３名、

看護師１１５名、医療技術員５６名、事務員４２名、労務員４４名、合計２８０名でご

ざいます。

次に、２８決ージの工事及び資産購入でございます。工事はございません。器械購入

は、医療機器等２３入目で ３２８国 ６００円でございます。 

次に、２９決ージ、業務６の患者数の状況でございますまれども、入院が３国 ７１

４人、外来９国 ６４５人でございます。中いは外来患者数のうち休日夜間におまる科

別患者数、地区別患者数でございまして、 ０７５人でございます。

３０決ージ、手術件数は合計で４４６件、検査件数は外注検査も含めて５５国 ４２

５件、エックス線件数が２国 ４７１件、ＣＴ件数は ２７８件、５５Ｉ件数が ４７  

９件、解剖はゼロ件でございます。

３１決ージ、ま剤件数でございますまれども、入院、外来合計で３国４４４件、給食

数は患者食と患者外食合計で１０国 ９４５食でございます。中いの大畑診療所の状況

でございますが、患者数６７人、収はが６４国 ６７５円でございます。下いの病床利
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用状況は、病床数１４０床、年延億用働病床数が５国 １００床、年延億入院患者数が

３国 ７１４人でございますので、病床利用率は７ ⒊８％でございます。

次に、３２決ージの事業収入に関する事項でございますが、主なものといたしまして、

医業収はの入院収はは１５国 ５３７国 ９９１円で、前年度比較１国 ７８７国２５  

２円の増、外来収はは９国 ５２７国４６１円で、前年度比較 ８８８国 ５９１円の  

増となりました。負担金交付金で２国 ２８８国 ０００円、その１医業収はで２国  

１２６国 ２３１円を受ま入れ、医業収は合計では２９国 ５４４国３５８円、前年度 

比較２国 ７７８国９３５円の増となりました。医業外収はでは、負担金交付金で１国

７２３国３１３円、補助金で２国 ０１４国 ５４０円等を受ま入れ、合計４国 ７   

１３国 ４２７円で、前年度比較 ００１国 ２２４円の減でございます。事業収入合  

計では３４国 ２５７国 ７８５円で、前年度比較１国 ４２５国 １７４円の増でご   

ざいます。

次に、３３決ージ、事業費用に関する事項で、主なものといたしまして、医業費用の

うち給税費は２０国 ０４１国 ４２３円で、前年度比較 ５６０国 ３５９円の増、   

材款費は３国 ０９６国１５７円で、前年度比較 ８５８国 ４５７円の増、経費は４  

国 １８６国 ６４４円で、前年度比較４０３国 ００６円の増、減価償却費は３国   

０５６国 ４２１円で、前年度比較５５２国 ７８７円の減、合計３１国 ７６６国   

２３１円で、前年度比較 ２３６国 ５７４円の増。医業外費用の合計は１国 ６８３  

国 ９１０円で、前年度比較３０９国 ８９７円の減となりました。特別４７３８０国 

円を加えた事業費用合計では３２国 ８２９国 １４１円で、前年度比較 ２７７国   

９３３円の減、事業収支国では１国 ４２７国 ６４４円、前年度比較２国７０２国  

１０７円の増でございます。

３４決ージの資本的収入及び支出に関する事項につきましては、後ほど御説明を申し

上げます。

３５決ージをお願いいたします。企業債、１会計借入金及び一時借入金の概況でござ

います。企業債は、本年度借入国の財政融資資金 ５２０国円は医療機器購入３でござ

います。一時借入金につきましては、年度増増高でゼロ円でございます。

次に、議会の議決を経なまれ４流用できない経費の決算でございます。職員給税費は

予算国２１国 ５９０国 ０００円に対し、決算国は２０国 ５０６国 ０２１円、交   

際費は予算国１００国円に対し、決算国は２１国 ２０３円となりました。

次に、３６決ージ、収は費用の明細書でございます。まず、１款病院事業収は、１項

医業収はは２９国 ５４４国３５８円で、その内２は、入院収は、外来収は、大畑診療

所収は、町一般会計からの億入金である負担金交付金、その１医業収はでございます。

２項医業外収はは４国 ７１３国 ４２７円で、一般会計からの億入金である負担金交 

付金、国・６補助金、患者外給食収は、長期前受金３入、在宅医療・介護連携支援セン

ター収は、その１医業外収はでございます。なお、補助金の２国 ０１４国 ５４０円 
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のうち２国 ９８３国 ５４０円は、国及び６からの新型コロナウイルス感染症対策事 

業の補助金でございます。

次に、３９決ージ、費用の部でございます。１款病院事業費用、１項医業費用は３１

国 ７６６国 ２３１円で、うち給税費が２０国 ０４１国 ４２３円で、高い割合を   

占めています。

４３決ージの２目材款費は３国 ０９６国１５７円で、薬入費、診療材款費、給食材

款費、医療６耗備入でございます。３目経費は４国 １８６国 ６４４円で、報償費か 

ら４７決ージの５費まででございます。４目交際費は１９国 ０１４円、５目減価償却

費は３国 ０５６国 ４２１円で、建物などの減価償却費でございます。 

４８決ージをお願いいたします。６目資産減耗費は、２定資産の除却費で４９９国

７４０円、７目円７円３費は６１０国 １７７円で、謝金、図書費、旅費、円７５費で

ございます。８目大畑診療所費用が２５４国 ６５５円で、看護師等の人件費、検査委

化款等の経費でございます。

４９決ージをお願いいたします。２項医業外費用は１国 ６８３国 ９１０円で、支 

払い利２及び企業債取扱４費、長期前払い金償却、患者外給食材款費、在宅医療・介護

連携支援センター費、５支出の額除対象外６費税などでございます。

５０決ージをお願いいたします。３項特別４７は３８０国円で、看護師３目資金者税

金返還免除４７でございます。

次に、５１決ージをお願いいたします。資本的収支の明細書でございます。

１款資本的収入の１項企業債は ５２０国円で、医療機器購入３でございます。２項

出資金は１国 ０００国 ０００円で、一般会計からの通常の出資３、過疎債３及び５ 

子カルテの元金償還３でございます。３項補助金は７７０国円で、新型コロナウイルス

感染症対策を講じるために必要な機器購入に係る補助金でございます。５項の者付金返

還金は１６０国円で、看護師３目資金者税金の返還金でございます。

５２決ージをお願いいたします。１款資本的支出、１項建設改良費は器械備入購入費

の ３２８国 ６００円でございまして、５８決ージに掲載している２３入目の機器を 

購入させていただきました。２項企業債償還金は２国 ４６１国 １８２円で、３項投 

資の看護師３目資金者税金は６０国円でございます。

次に、５３決ージは有形２定資産の明細書でございます。令和３年度において、土地、

建物、建物万属設備、構築物については増減はございません。器械及び備入は当年度購

入３で ３２８国 ６００円増国し、除却で ７７９国 ８００円を減国、３設につい   

ても除却で１１国円の減国でして、総資産の年度増の現在国は８９国 ８７９国 １８ 

０円でございます。総資産の減価償却は計国は４１国 ０４７国 ６９９円であり、年 

度増の償却未済み高は４８国 ８３１国 ４８１円でございます。 

次に、５４決ージ、５５決ージの企業債明細書でございますが、本年度の借入れは医

療機器購入３の ５２０国円でございます。
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５６決ージから６０決ージは２定資産減価償却の明細書で、記載のとおりでございま

す。

６１決ージは補填財源の明細書でございます。一番下の計が歳年度億億金でございま

して、７国 ３４０国 ７６１円でございます。 

以上で病院の決算についての詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を

お願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第９４号議案の提案説明は終わりました。

以上で１３件の決算認定の提案説明が終わりました。

ここで暫時休憩します。再開を１４時５０３とします。

午後２時３３分休憩

午後２時５０分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

ここで、代表監査委員から、令和３年度神河町各会計決算について審査の増果を報告

していただきます。

藤後秀喜代表監査委員、お願いします。

○代表監査委員（藤後 秀喜君） ７礼いたします。ち５っと聞き取りづらいかもしれま

せんので、マスクは外させていただきたいと思います。代表監査委員の藤後でございま

す。令和３年度の決算審査報告の前に一ま御挨拶を申し上げます。

令和３年は、令和２年３月に策定、交付されました監査基準にのっとり、今まで以上

に公正で合理的かつ能率的な行財政運営が確保されているか、また、過去の監査委員か

らの指摘事項の改善状況を主眼に置いて、例月出納検査、行政監査、決算審査の各監査

を、議会選出の吉岡監査委員とともに実施してまいりました。各監査においては、軽微

な指摘や改善事項については例年どおりそのま度口頭での是正、改善等を求め、適切な

処理が行われるよう意見を述億てまいりました。

令和２年度の指摘事項についても、本年度も副町長主導で担当各課が真摯に検討、対

応していただき、その取組状況、成果を一決表にて説明を受ま、大いに評価をさせてい

ただきました。しかし、改善半４の課題もあり、引き続きの改善取組に期待したいと思

います。

各監査を通じて、る部職員の皆様と、その財疑においても真摯で的確な答弁を頂戴し、

それレれが意欲を持って政策目的に基づいた事業展開に積極的に取り組まれている姿勢

に対し、高く評価させていただくところでございます。今後も一層の住民サービスの０

持向上に修められることを期待します。

令和３年は、新型コロナウイルスの感染拡大というままな状況下において、病院関係

職員の皆様をはじめ、健康福祉課、その１の関係部署のみならず全職員の皆様が、住民

の感染防止、健康０持の対策、対応に最大限の修力をしておられる姿勢に感銘を受まる
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とともに、感謝しているところでございます。地域住民も行政に期待するところは絶大

なものがあり、今後も住民福祉の目的のため一層の修力を期待したいと思います。よろ

しくお願いをいたします。

また、一方では、住民の行財政運営に対する関心も高まり、その５ーズも多様化、高

度化しております。今後も一層の行財政運営の健全性と公正、透明性を確保し、住民の

信頼を高めるための修力を期待するところでございます。

それでは、私のほうから令和３年度神河町各会計の決算審査について報告させていた

だきます。

地方自治法第２３３条第２項及び同法第２４１条第５項並びに地方公営企業法第３０

条の第２項の規定により、町長から審査に付された令和３年度神河町各会計決算書、歳

入歳出決算事項別明細書、実財収支に関するま書及び財産に関するま書について、事項

別、課ごとに説明を２取し、関係法令に準拠して作成されているか、決算計数が正確で

あるか、予算が適正かつ効率的に執行されているかなどについて、関係４帳簿及び証拠

書類の路合のほか、必要と認めるその１の審査を、４場３い第１会議室及び公立神崎総

合病院会議室において、令和４年７月１２日、１３日、１４日、１９日、２０日、２１

日の６日間にわたり、吉岡監査委員とともに実施いたしました。

審査の増果といたしましては、各会計の決算書、歳入歳出事項別明細書及び万属書類

はいずれも法令に準拠して作成されており、決算計数は、関係４帳簿及び証拠書類と路

合した増果、適切に処理されていることを認めました。

一般会計ほか１２会計と多岐にわたっており、各会計決算におまる審査意見は、それ

レれ決算書に添付されているとおりですので、概要を報告させていただきます。

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の００で、家計に急変のあった住民税非課

税世帯等を支援する臨時特別給付金給付事業で、給付対象１世帯当たり１０国円の給付

を迅速に行い、家計への支援を行いました。また、町内商工業者等においても、ポスト

コロナを踏まえた販円開拓、事業継続等に係る取組を支援し、地域経済の回復、持続的

な雇用の実現につなげるよう取組が行われました。そのほか、人口減少対策を重要施策

として位置づま、若者世帯住宅取得支援事業、空き家活用支援事業など、様々な移住・

定住促進事業を推進され、多くの事業に取り組まれた修力は評価させていただきたいと

思います。

財政健全化指標のうち実財公債費比率は、前年度から⒈５ポイント改善され、１⒉５

％となっております。また、将来負担比率は前年度比３⒍６ポイント改善され、３⒍９

％となっています。財政状況が厳しさを増す中で、社会経済情勢の変化を的確に把握し、

歳入増に向また取組を進めるとともに、既存の事務事業の廃止、見直し等も視野に入れ、

引き続き財政基億の強化と持続可能な行財政運営を行っていただくよう望みます。

まず、一般会計について報告をいたします。

タブレットの令和３年度一般会計決算書４決ージを御決ください。令和３年度一般会
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計決算は、歳入総国９０国 ６３５国 ０００円、歳出総国８８国 ４７２国 ０００   

円で、歳入歳出年引き国は１国 １６３国 ０００円となり、ここから令和４年度へ億 

り億す億き財源 ６１４国 ０００円を年し引いた実財収支国は、１国 ５４８国 ０   

００円の黒字決算となっております。

歳入の主な内容でございます。

５決ージを御決ください。国通交付税は前年度比１国 １５０国 ０００円の増、特 

別交付税は ３９０国の増となり、地方交付税全までは前年度比で ⒌９％の増となりま

した。国通交付税、特別交付税ともに当初予算国より多く交付を受まることができ、特

に特別交付税の増は、当町の様々な取組に対する評価の表れと考え、財源確保の修力を

評価したいと思います。

町税は、２定資産税で減価償却 ８９８国 ０００円の増、町た４こ税で２２８国  

０００円の増、法人町民税で１４０国円の増、軽自動３税で８４国 ０００円の増など

により、前年度比⒊１％増となりました。

国款支出金は、特別定国給付金事業補助金１１国 １２６国円の減、新型コロナウイ

ルス地方創生臨時交付金２国 ３４７国円の減などにより、前年度比５ ⒉４％の減とな

りました。

町債は、過疎対策債４国 ０００国円の減、教育等施設整備債 ９５０国円の減、臨 

時財政対策債 ００９国 ０００円の減、公共事業等債 ９５０国円の減などにより、  

前年度比４⒊５％の減となりました。

６支出金は、地籍ま査委化費 ４５５国 ０００円の減、ひ５うご地域創生交付金  

７６５国 ０００円の減、農村地域防災減災事業補助金３７５国 ０００円の減などに 

より、前年度比１６％の減となりました。

次に、歳出の主な内容でございます。

６決ージを御決ください。総務費は、財政ま整基金積立事業２国 ８３４国円の増、

公共施設０持管理基金積立事業２国 ０３４国 ０００円の増、総合行政用コンど１ー 

ター運営事業 ９１０国 ０００円の増などにより、前年度比２  ⒌８％の増となりまし

た。

民生費は、特別定国給付金事業１１国 １２６国 ０００円の減、病児病後児保育事 

業 ６６９国 ０００円の減、後期高齢者医療制度事業 ３６７国 ０００円の減など   

により、前年度比３⒊９％の減となりました。

３生費は、神崎総合病院運営事業１国６国 ０００円の減、神崎総合病院感染拡大防

止対策事業 ０００国円の減、水道事業、下水道事業会計補助億り出し事業 ０００国 

円の減などにより、前年度比７％の減となりました。

教育費は、廃料施設解ま教去事業１国 ８６１国円の減、料内通信ネットワーク整備

事業、中目料・小目料３、億億３含む、１国 ０３６国 ０００円の減などにより、前 

年度比２⒌６％の減となりました。
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７決ージを御決ください。令和２年度決算で、前監査委員から意見のありました７項

目については、０意して取り組んでいただまたと考えますが、今後も常に０意して取り

組む億き基本的な事項であり、引き続き意見をさせていただきたいと思います。

１、契約事務を行うに当たっては、競争性、経済性、公平性及び透明性の確保に修め

られたい。

２、補助金交付円まの会計処理は、要綱に基づいて適正に行うこと。また、決算報告

は補助金の成果を検証できる統一の報告様式を作成し、その報告様式に基づいて各補助

金交付円まから報告を受まるように検討されたい。あわせて、各種補助金の成果を常に

検証し、内容によっては補助金国の見直しも検討されたい。

３、各課提出の収支見額みま書の精度を高め、適正な資金運用に修められたい。

４、内部統制システムの再構築と運用の徹底を図られたい。

５、職員の健康管理面から、超過勤務が常態化しないよう、適正配置や事務３掌に十

３な０意を払われたい。

６、備入管理台帳の精度を高め、適正な財産管理に修められたい。

７、各課におまる窓口での現金の取扱いについては、公金取扱マ５１アルに基づき、

事交を防止されたい。

以上、７点について特に意見を述億させていただきました。

次に、介護療育支援事業特別会計でございます。

８決ージを御決ください。小児療育事業のや録者は、補目前児６４名、補目児６８名

となっています。利用児や保護者への直接的支援はもとより、目料や各町保健担当、中

所磨健康福祉事務所等とも連携し、子供たちを支える仕組みが定ましています。小規模

施設の特３を生かし、素早い対応や音楽療法、社会生活技能訓練に取り組み、療育内容

の充実を図っていることは評価します。

その中で、億害のある子供たちの目料卒業後の問題について、特に閉じ籠もりや補労

後の定まに対して、４円公共職業安定所等の雇用関係機関や教育機関など、１機関と協

働できるま制はできていますが、成人期の補労については、地元で働まる場を開拓する

ことが課題となっています。

保護者の高齢化に伴い、親６き後の不安を抱える方が増えています。また、近年は、

通常目補に在籍している境界域の児目への支援、精神億害者に対する理解促進が求めら

れるなど、多様な支援５ーズに対応することは容易ではありませんが、個々の事例に対

して丁寧な３３業務を重ねられ、引き続き充実したサービスの提供に修められることを

期待します。

次に、国民健康保険事業特別会計でございます。

国民健康保険税の３収率は７⒎４％となっており、令和３年度増の収入未済国、延２

国は ９２１国 ０００円となっています。３収率は年々少しずつ上がっていますが、 

延２国も高国となっていることから、一層の３収強化を図っていただくとともに、被保
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険者の状況に応じ、納税３３等による適切な対応をお願いいたします。また、加入、脱

退の際の届出の必要性について０９徹底を図り、公平で実態に即した事業の運営を求め

ます。

歳出の中で最も大きな割合を占める保険給付費は、前年度比１国 ４８８国 ０００ 

円増の１０国 ５０７国 ０００円となっています。Ｋ円Ｂ、国保２ータ清ースなどを 

活用した健康対策を進めるとともに、健康づくりの大切さについてＰ５をさらに工夫さ

れ、関係課が連携し、急激な保険款の増加を招くことのないよう修められることを期待

します。

次に、後期高齢者医療事業特別会計でございます。

９決ージを御決ください。後期高齢者医療保険款の３収率は９⒐７％となっており、

令和３年度増の収入未済国、２納国は４４国 ０００円となっています。令和３年度の

平均被保険者数は前年度平均から１７人減少し、 １９６人となっています。一方、療

養給付費については、前年度と比較し⒉８％増加しており、被保険者数は減少していま

すが、コロナ禍の受診額えの反動により診察回数が増加し、療養給付費が増加したもの

と思われます。関係課が連携し、特定健診の受診率向上など、医療費抑制、高齢者の健

康増進につながる取組の継続を期待します。

次に、介護保険事業特別会計でございます。

介護保険の３収率は９⒐５％となっており、令和３年度増の収入未済国、延２国は１

２４国 ０００円となっています。

保険給付費では、介護サービス給付費等４費が１２国 ６９８国 ０００円となって 

います。認９症予防教室、転倒予防教室などを継続して実施され、高齢者が気軽に０え

る場づくりも支援されています。認９症や介護に関する３３が年々増加しているため、

より一層の支援を望みます。

地区ごとに設置されている生活支援協議まのさらなる設立を推進するため、引き続き

生活支援コー２５ネーターと連携し、啓発を行い、住み慣れた地域で暮らしを続まるこ

とができるよう、地域におまる支え合いのま制づくりをより一層推進していただくこと

を望みます。

介護予防や生活支援、健康づくりについて、様々な事業を積極的に展開されているこ

とは評価します。予防に力を入れ、要介護になる方を減らすことは、本人、家族の負担、

また財政負担の軽減のために非常に重要です。今後も地域に根年した取組に期待します。

次に、土地開発事業特別会計でございます。

１０決ージを御決ください。深刻化している人口減少に歯止めをかまるためにも、引

き続きカクレ畑の３税促進と２せ、新たな３税地の開発に期待します。

次に、訪問看護事業特別会計でございます。

かんざき訪問看護ステーションでは、０宅介護支援事業者として看護師資１を持つ介

護支援者門員や理目療法士、作業療法士を配置し、利用者の生活を多くの者門スタッフ
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が様々な角度から支援するとともに、部署内だまでなく、１の在宅サービス事業所の介

護福祉職とも連携していることは高く評価します。

地域包括ケアシステム構築が進む中、重度化した要介護者、療養者の在宅療養支援が

大きな課題となっており、利用者の８割が７０歳以上で、医療依存度の高い利用者が増

える一方で、高齢独０の世帯、超高齢夫婦の世帯が増加しており、医療、介護の設面か

ら者門性の高いサービスの提供が求められています。在宅でのみとりでは、コロナも０

０し増加傾向にあり、今後、訪問看護事業の必要性はさらに高まっていくと思われます。

かんざき訪問看護ステーション経営戦略に基づき、より地域に根年した訪問看護が行え

るよう、病院、開業医との連携を深め、引き続きの事業推進を望みます。

次に、産業廃棄物処理事業特別会計でございます。

令和３年度は２７トンの増土等が搬入されています。処３地の仕上げ工事、延命対策

について、地元区としっかりと協議を行っていただくことを望みます。

次に、寺前地区振興基金特別会計でございます。

１１決ージを御決ください。歳入決算国、歳出決算国ともに ０７７国 ０００円と 

なっています。この会計の財源は基金からの億入金が主なもので、引き続き適切、効率

的な基金の管理、運営を望みます。

次に、長谷地区振興基金特別会計でございます。

歳入決算国、歳出決算国ともに８３３国 ０００円となっております。この会計の財

源も基金からの億入金が主なもので、引き続き適切、効率的な基金の管理、運営を望み

ます。

以上で一般会計及び特別会計を終わります。

次に、水道事業会計でございます。

タブレットの令和３年度水道事業決算書４決ージを御決ください。有収率向上のため

漏水ま査を実施し、漏水３繕工事は可能な限り直営工事を行い、経費な減を図られたこ

とは評価します。

款用款の未収金については、現年度３、過年度３合わせて ２４７国 ０００円の２ 

納が発生しています。給水制限、停止等を構えた納付指導、支払い２促などを行われた

ことにより、前年度と比億１５９国 ０００円減少していることは評価します。不納欠

４処理は１件で、 １００円となっています。

町税等２納整理委員会において、各課債６回収について連携して取り組まれています

が、国今の景気状況から、離職、高齢化により、延２は横４い傾向にあります。このよ

うな中、財政健全化に向ま、さらなるコスト意識の高揚、経費の削減を図るため、中長

期的財政収支に基づき、施設の更新、広域化等を計画的に実行し、確実で安定的な経営

に増びつまていく必要があります。

また、漏水が多発化する老朽管の更新を実施するなど、施設の老朽化、耐震化対策を

行うことにより、引き続き安全で安定した水道水の供給に修められることを期待します。
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次に、下水道事業会計でございます。

タブレットの令和３年度下水道事業決算書４決ージを御決ください。生活排水、水洗

化率は９⒐０％と高く、引き続き快適な生活環境の提供が０持できています。

款用款の未収金については、現年度３、過年度３合わせて ２０４国 ０００円の２ 

納が発生しています。納付指導や訪問等による精力的な３収を継続されており、前年度

と比億５３国円減少していることは評価します。不納欠４金処理は１件で、 ７９５円

となっています。

水道事業会計と同様、町税等２納整理委員会において、各課債６回収について連携し

て取り組まれており、２納は前年度に比億減少しています。また、人口減少に歯止めが

かからず、款用款は減少しており、厳しい経営状況となっています。今後も３収見額み

を的確に把握し、公正かつ合理的、能率的な３収を行っていただき、確実で安定的な経

営に増びつまていく必要があります。

令和３年度に見直しを行った下水道事業経営戦略に基づき、コスト意識の高揚、経費

の削減、未収金の収納、有収率のアップに修めていただき、下水道事業を将来にわたり

継続するため、経営の健全化、安定化に向また取組を期待します。

最後に、公立神崎総合病院事業会計でございます。

タブレットの令和３年度公立神崎総合病院事業会計決算書４決ージを御決ください。

経営状況は、入院患者数、外来患者数ともに前年度より増加し、医業収はで前年度比１

⒈２％の増となった一方、医業外費用や特別４はは減になったため、年引き１国 ４２

７国 ０００円の黒字となりました。

費用面では、医業費用で、給税費及び材款費等の増により前年度比１％の増となった

一方、医業外費用で前年度比⒉６％の減となり、医業費用全まで ２７７国 ０００円 

の減となりました。

新型コロナウイルス感染症対策におまる帰国者・接触者外来設置医療機関、協力医療

機関として、中所磨健康福祉事務所管内におまる感染症対策の中核を担ってきたことや、

新型コロナウイルスの常時検査ま制の構築、また、感染者の入院病床を確保するととも

に、０円ワクチン接種に取り組まれたことについては高い評価であり、引き続き地域住

民の安心安全につながる医療提供をお願いします。

経営面について、医業収はに占める給税費の割合が６⒐２％と、前年度比⒎３ポイン

ト減少したものの、依然高止まりしています。入院・外来患者数が減少する中、医業収

はの確保、給税や職員数の適正化などについて抜本的な見直しが必要となっています。

経営改善等、多くの課題があります。公立神崎総合病院将来ビジョンや公立神崎総合

病院改革プランを基に、地域包括ケアシステム構築におまる病院の４割を再認識し、地

域の医療・福祉の核となるよう取組を期待します。また、神河町病院経営改善対策本部

等を設置し、改善に向また取組も行われておられますが、る部だまではなく、一般スタ

ッフ等にも十３認識していただき、危機感を持って計画的な経営改善の取組に修めてい
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ただきたく望みます。

医療を取り巻く環境や時代の変化に伴い、病院に求められる４割も変化していきます。

地域唯一の公立病院として、信頼される組織づくりを期待します。

以上、一般会計ほか１２会計に対する意見の概略を報告させていただきました。長時

間ありがとうございました。

○議長（小寺 俊輔君） 代表監査委員の決算審査報告が終わりました。

それでは、ただいまより審査報告に対する財疑を受まます。代表監査委員の日程のま

合上、本日のみ出席いただくことになっておりますので、御了承願います。

それでは、財疑のある方。財疑ございませんか。

〔財疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは、これをもって審査報告に対する財疑を終増します。

藤後代表監査委員、お疲れさまでした。ありがとうございました。

以上１３件の決算の財疑については第３日目に行い、本日は説明のみにとどめます。

・ ・

○議長（小寺 俊輔君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

お諮りします。明日から４日まで休会にしたいと思います。これに御異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。明日から４日までは休会と決定し

ました。

次の本会議は、９月５日午前９時再開とします。

本日はこれで散会します。どうもお疲れさまでした。

午後３時１９分散会
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